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○司会（アナウンサー・粟津） お待たせいたしました。ただ今より、「食品安全に関す

る意見交換会」を開催いたします。本日の司会進行を担当します、アナウンサーの粟津ち

ひろと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは初めに、会場の皆様におかれましては、本日の配布資料をご確認ください。議

事次第に本日の配布資料一覧を記載しております。ご確認の上、資料の不足や乱丁に気付

かれた方はスタッフまでお申し付けください。また、資料を追加で希望される方は、閉会

後に受付までお申し出ください。部数に限りはございますが、あれば追加で配布をさせて

いただきます。 

さて、本日の意見交換会は、国内に流通する食品の安全性を確保するために、各行政機

関が連携して取り組んでいること、また、その内容について理解を深めていただくことを

目的として開催しております。 

初めに、消費者庁消費者安全課より、食品の安全性を確保する上で重要となる「リスク

評価」、「リスク管理」、「リスクコミュニケーション」について、それぞれの概要と、担当

する行政機関の役割について説明を行います。 

次に、内閣府食品安全委員会より、「リスク評価」について。そして、厚生労働省、農林

水産省及び消費者庁食品衛生基準審査課より、「リスク管理」について、食品中の放射性物

質、食品添加物及び農薬を例に、それぞれから説明を行います。 

なお、食品中の放射性物質に関しては、2011年に発生した東日本大震災に伴う東京電力

福島第一原子力発電所の事故を受け、風評の払拭と正確な理解の促進を目的として、関係

府省庁が連携し、継続的にリスクコミュニケーションを実施しております。本講演も、そ

うした政府の取り組みの一環として実施するものです。 

今回、参加申込の際に皆様から頂きましたご質問に関しては、講演の中で取り上げるか、

またはプログラム最後の質疑応答で取り上げる予定です。可能な限りお答えさせていただ

きたいと考えておりますが、時間の都合等により、全ての質問にお答えできない場合がご

ざいます。予めご了承ください。 

続きまして、アンケートのお願いです。本日の意見交換会終了後に、今後の意見交換会

を開催する上での参考とさせていただくため、皆様、アンケートへの御協力をお願いいた

します。会場参加の皆様は、配布資料に同封の紙アンケートから、そして、オンライン参

加の皆様は、チャット欄にお送りする URL からそれぞれご回答ください。なお、意見交換

会終了後の画面に QRコードを表示いたしますので、そちらからでも回答することができま

す。皆様、ぜひご活用ください。 

本日の意見交換会は、16時の終了を予定しています。円滑な進行への御理解と御協力を、

皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、早速始めてまいりましょう。初めに、「日本の食品安全行政の仕組みについて」

と題しまして、消費者庁消費者安全課の秋山専門官から講演いたします。それでは秋山専

門官、よろしくお願いいたします。 

 

◯秋山（消費者庁） 御紹介にあずかりました、消費者庁消費者安全課の秋山と申します。

僭越ながらですけれども、日本の食品安全行政の仕組みについてというところで、大枠に

ついてお話をさせていただき、その後の各論に進めていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

〔資料①、スライド２〕 

食品安全行政の仕組みについてということで、まずは食品安全基本法についてのお話に

なります。 

まずその背景のご説明をさせていただくんですけれども、食生活を取り巻く状況の変化
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というところから見ます。食品流通の広域化・国際化。海外からいろんな食品が入ってき

ます。新たな危害要因の出現ですとか、新たな技術の開発など、取り巻く状況の変化とい

うのが著しいものがございました。ほぼ同時期に、2000年代に食の安全を脅かす事件が頻

発、というところが御記憶に新しいかと思います。牛海綿状脳症、BSEの発生ですとか、残

留農薬という問題がございました。食の安全に関する国際的動向の変化ということで、日

本だけではなく、食品が、国際化ということが進むに当たりまして、生産から消費に至る

各段階の安全性の確保というところで、フードチェーン・アプローチというところが世界

中で求められるようになってきました。科学的に、知見に基づいて必要な措置を講じ、国

民への悪影響を未然に防止する必要があるということで、2003年に食品安全基本法が施行

されまして、リスクアナリシスの考え方が導入されたということになります。 

〔資料①、スライド３〕 

では、こちらが本文になりますけれども、食品安全基本法のポイントについて、３つ御

説明をさせていただきます。 

まず１つ目は、「必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下

に講じられること」です。国民の健康が一番だというところが、まず前提になります。２

つ目が、「食品供給工程の各段階において適切に講じられていること」。これはピンポイン

トではなくて、リスク発生するというのは工程の各所に及びます。それを各段階において

適切に講じられていることが必要ですということです。３つ目が、 「必要な措置が食品の安

全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ、科学的知見に基づいて

講じられること」。この、「科学的知見に基づいて講じられる」ということが重要になって

まいります。このようなことで、国民健康への悪影響が未然に防止されるようにするとい

うことを、食品安全基本法としてはうたっているということになります。 

〔資料①、スライド４〕 

その各工程で、というところの話にもなるんですけれども、食品安全行政についての基

本についての御説明をさせていただきます。国民の健康の保護が最も重要というのは、先

ほど申し上げたとおりになります。農場などから食卓まで、フードチェーンを全てカバー

するというところが基本的な考え方です。国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつに

はなりますけれども、科学的知見、科学データに基づいてリスク管理措置が講じられるこ

とによって、健康への悪影響を未然に防止するというところの考えになります。 

〔資料①、スライド５〕 

リスクアナリシスについての説明になります。我が国における食品安全行政の枠組みに

なります。リスクアナリシスを実現するために、内閣府食品安全委員会がリスク評価をい

たします。どれくらいまでなら食べても安全かということを、科学的知見に基づいて評価

いたします。リスク管理として、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省、それぞれ

の省庁になるんですけれども、食べても安全なようにルールを決めて、各工程で監視する

というところが管理の業務になります。そして、消費者庁は関係者相互間の情報及び意見

の交換に関する関係行政機関の事務の調整などを行いつつですけれども、リスクコミュニ

ケーション、こういった形でリスクアナリシスを行って、安全を遵守できるように、皆様

が食べる食事というところを安全に確保できるように活動していますというところのお話

を、相互に情報提供させていただいているというところになります。 

〔資料①、スライド６〕 

その役割分担なんですけれども、消費者庁としましては、基本的事項の策定及び食品の

安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の

調整ということで、調整役になります。あとは、管理部門という、消費者庁、厚生労働省、

農林水産省。こちらがそれぞれの分野において、評価が必要と考えたものにつきまして、

内閣府食品安全委員会に対してリスク評価の依頼をします。その結果をもって、消費者庁、
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厚生労働省、農林水産省が管理を遂行するということになっております。 

以上、簡単ですけれども大枠の説明になります。これに基づいて、これから各省庁が管

理ですとか、その辺り、いろいろな御説明をさせていただくことになるかと思います。こ

の辺りを念頭に置いてお聞きいただければ幸いでございます。簡単ですけれども、秋山か

らは以上になります。 

 

○司会（アナウンサー・粟津） 秋山専門官、ありがとうございました。続きまして、「食

品健康影響評価について」と題しまして、内閣府食品安全委員会の中村課長補佐から講演

いたします。それでは中村課長補佐、よろしくお願いいたします。 

 

○中村（内閣府食品安全委員会事務局） 皆さんこんにちは。内閣府食品安全委員会事務

局で、情報勧告広報課でリスクコミュニケーションを担当している中村と申します。本日

は、主に農薬ですとか食品添加物、それから放射性物質、こういったものを例に、食品健

康影響評価というものについて発表をさせていただきます。15分ほどお時間頂戴できれば

と思います。よろしくお願いいたします。 

〔資料②、スライド２〕 

先ほど、食品安全に関する関係省庁の役割の御説明があったかとございます。我々食品

安全委員会では、リスク評価というものを担当しております。こちらについて御説明をさ

せていただきます。 

リスク評価というものは、食品中に含まれる有害物質などのハザードというもの。これ、

後ほど説明させていただきますが、こういったものを摂取することによって、どの程度の

健康への悪影響が起きるかを科学的に評価することを言います。主に４つのステップござ

いますけれども、まず最初に「ハザードの特定」というものをします。これは、食品中に

含まれる可能性のある、人の健康に有害な影響を及ぼすおそれのある要因というものを特

定する。既に判明している科学的な情報ですとか、これまでに得られているデータ、こう

いったものを収集整理して検討するということになってございます。 

続きまして、「ハザードの特性評価」になります。これは、特定されたハザードについて、

どのような有害な健康影響を引き起こすかということについて評価する場面になります。

このステップでは、どのような害があるのかという話ですとか、どのような量で害が出る

のか、そういったような程度を評価するというプロセスになっております。可能な場合に

は、摂取しても影響が出ないような量というものを算出したりするということを、ここで

は行っております。 

続いて、 「ばく露評価」というところになります。これは、実際にどれぐらいの量を、ハ

ザードを食品から摂取しているか、こういったところを評価するというところになります。 

それから、最後です。「リスクの判定」というところになります。このステップでは、先

ほどの、どのぐらいの毒性の量で影響が出るか、実際どれぐらい摂取しているかという結

果に基づきまして、ハザードによって健康影響が起きる可能性とか、そういったことを、

不確実性も含めて判定するというような流れになっております。 

この４つのステップというのがリスク評価の基本的な流れとなっております。食品の摂

取というのは、国によって実態がいろいろ異なりますので、日本であれば日本の現状とい

うものを考慮して、現実的なばく露というものに基づいてリスク評価をするということに

なっております。 

〔資料②、スライド３〕 

続きまして、先ほどちょっと御説明しました、「ハザード」と「リスク」という言葉につ

いて御説明をさせていただきます。 

ハザードというのは、有害な影響を起こすものということで、これは訳すと「危害要因」
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というふうにされます。食品中に含まれていて、人の健康に害を与えるおそれがあるよう

な物質とか状態、こういったことをハザード言います。私たちが普段食べている食品にも、

こういったものが含まれている可能性がございます。 

次にリスクです。リスクというのは、その食品中にハザードが存在することによりまし

て、それを食べた人の健康に悪影響が生じる可能性と、その影響の大きさということを指

します。このハザードの強さ、毒性の強さというものと、摂取量という、この２つによっ

て、健康への影響、このリスクというものの大きさが変わってきます。健康への影響を調

べるときは、リスクというものの考え方で行います。 

〔資料②、スライド４、５〕 

つまり、ハザードの毒性が小さくても、摂取量が大きいというようなことであれば、リ

スクというものの大きさはそれなりに大きくなってくる。そして、ハザードの毒性が強く

ても、摂取量というものが小さければ、リスクも小さくなるというような考え方になって

きます。ちょっとこういった考え方を念頭に置いていただければと思います。 

〔資料②、スライド６〕 

続きまして、食品安全委員会では、どういったものを評価しているかの説明をさせてい

ただきます。主なものということで挙げさせていただいておりますけれども、食品添加物、

それから農薬ですとか、あと、後ででてきますけれども、汚染物質であったり、プリオン

というもの。それから、食中毒の原因となる微生物であったり、薬剤耐性菌というもので

す。あとは、遺伝子組換え食品とか新開発食品といった、さまざまな種類のものを評価し

ているという状況にあります。 

〔資料②、スライド８〕 

ここからは、農薬などを例に、評価の考え方を御説明したいと思います。まず、農薬や

食品添加物についてです。 

食品安全委員会では、動物試験などの結果に基づきまして、リスク評価というものを行

っております。こちらは、食品添加物ですとか農薬の評価に当たって、必要な動物試験の

例というものを挙げさせていただいております。短期の影響を見るための試験だけではな

くて、長期的な影響、反復投与ということで、何回も投与することによって、長期的な影

響というものを調べたり、今の世代だけではなくて、次の世代への影響というものも調べ

るための、繁殖毒性試験とか、発生毒性試験、または発がん性試験とか、そういった数多

くの試験というものを行っています。試験の際には、複数の量を投与しまして、実際に影

響があるかというのを、それぞれの試験で調べるという流れになっております。 

〔資料②、スライド９〕 

それぞれの試験で、横軸に投与した量、縦軸にその影響という場合の曲線。これ、用量−

反応曲線というふうに言うんですけれども、こういったものを確認します。 

先ほど申し上げたように、いくつかの量を投与して、その結果、影響が出ない、出ない、

ちょっと出た、みたいな形で、こういった影響を確認するということになりますけれども、

ある量を超えますと、こういった影響が見られるというような形になっています。このう

ち、何ら影響が見られない最大の量というものを、無毒性量、NOAEL （ノアエル）というふ

うに我々言ってますけれども、そういったものを各試験で決定します。例えば、この緑の

試験Ａの場合ですと、この無毒性量というのはここになります。水色の場合はこういった

曲線ですけれども、無毒性量というのはここになります。赤い試験Ｃの場合ですと同様で、

こちらが無毒性量という形で、それぞれの試験で確認をまずします。その試験全体の結果、

この中で一番小さい無毒性量、今回のこの場合ですと緑のこの部分になりますけれども、

ここを、何ら毒性の影響が認められない量としますということです。この緑の無毒性量と

いうものであれば、当然この水色の試験の結果ですとか、赤い試験でも無毒性量というの

は担保されているから、というような考え方になります。 
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〔資料②、スライド 10〕 

その後、先ほどの動物試験で、何ら毒性が認められない量というものを、ヒトにおける

安全性を確保するための安全係数というもので割ります。そうすることによって、人が一

生涯毎日摂取しても有害影響を示さない量、許容一日摂取量、ADI というふうに言います

けれども、こういったものを設定します。この ADI というものを作るに当たっては、ヒト

と動物の種差ですとか、同じヒトでもさまざま個体差ありますので、そういったことも考

慮して設定するということになります。 

〔資料②、スライド 11〕 

また、農薬の場合ですと、先ほどの ADI という長期間の影響、一生涯という観点から見

ましたが、ARfDという急性の観点からの指標というものも設定する場合がございます。こ

ちらの場合は、急性の観点の試験の結果で何ら影響が認められない用量のレベルから、先

ほどと同様に安全係数というもので割りまして、この急性参照用量、ARfDというものを出

します。この値というのが、ヒトが 24時間、またはそれより短時間に摂取しても有害作用

を示さない量という形で示すということになってございます。 

〔資料②、スライド 13〕 

続いて、カドミウムといった汚染物質というものについて御説明をいたします。汚染物

質は、先ほど説明した農薬ですとか食品添加物のように、意図して食品に使用されるもの

ではありません。結果的に食品中に含まれてしまうような物質ということになっています。

そういうことで、農薬とか食品添加物とはちょっと異なる特徴というのがございますので、

それらと比較しながら、汚染物質の特徴を説明したいと思います。 

この表では、左側に農薬食品添加物の特徴、右側に汚染物質の特徴というものを示して

います。まず左側の方を説明します。農薬や食品添加物というのは、先ほど申し上げたよ

うに、食糧生産のために意図的に使用した結果、存在するというようなものになっていま

す。このため、規格ですとか使用基準、こういったことを設けることで、管理が可能とい

うふうになっています。毒性が高いようなものがあれば、使用を禁止するとか、そういっ

た運用もすることができます。 

こういったものですけれども、開発したり製造したりする企業というのが、メーカーさ

んとか存在します。ですので、安全性に関するデータにつきましては、こういった申請者

が確認するというようなことになっております。で、それを国が受け取るという流れにな

っています。それから、これらの試験というのは、OECDという、経済開発協力機構という

機関が定めたテストガイドラインに沿って行われます。どのような国や施設で、誰が実施

しても同じ結果になるような形で設計がされているというような形になっています。こう

いった状況を踏まえて、先ほどの ADIというものが設定されます。 

一方で、汚染物質の場合ですと、こういった意図的にではなくて、水とか環境中に存在

してしまって、幅広い食品に存在してしまうということになっております。なので、生産

方法とかを改善しない限り、普通には、自然には減らないというようなことになっており

ます。こういった安全性に関するデータも、先ほどメーカーが提出するということを話し

ましたが、そういったことではなくて、国とか行政機関がデータを収集して対応している

ということになっておりまして、そのデータの質というのも、高いものや低いものもあっ

たりと、さまざまということになっています。こちらは TDI という指標を出すことになっ

ています。次で説明いたします。 

〔資料②、スライド 14〕 

TDI というものは、先ほどの ADI と考え方は一緒で、毎日摂取し続けても健康への影響

がないと推定される、１日当たりの摂取量を言います。先ほど同様、動物試験から設定す

る場合は、その結果から不確実係数というものを使って、TDI というものを算出いたしま

す。もう１つ、疫学研究というものから設定する場合がございます。こちらは、疫学研究
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の説明はすみません、右下を見ていただければと思いますが、こういった結果から不確実

係数を使って、TDIというものを算出するということになっています。 

〔資料②、スライド 16〜18〕 

すみません、ちょっと駆け足で。最後、放射性物質につきまして簡単に御説明いたしま

す。放射線に関しての用語とか、放射線とはどういうものかというのは、次の３ページで

説明しておりますので、ちょっとこちらでは割愛させていただきます。 

〔資料②、スライド 19〕 

平成 23年に放射性物質のリスク評価をしました。こちらは国内外の放射性物質の健康被

害に関する文献、約 3300近くのものを精査して、評価したというものになります。 

〔資料②、スライド 20〕 

評価の結果としましては、一般生活で受ける放射線量を除く生涯における追加の累積線

量がおおよそ 100mSv （ミリシーベルト）以上であると、健康に影響が見出される。一方で、

100mSv未満の健康影響に関してはなかなか言及することが難しいという、そういった結論

になりました。 

〔資料②、スライド 21〕 

この 100mSvというのは、この値を超えると健康への影響が出る可能性が高まることが統

計的に確認されているという値であって、安全と危険の境界ではないということだけ、注

意をしていただければと思います。 

〔資料②、スライド 23、24〕 

最後に、食品安全委員会はさまざま情報発信をさせていただいておりますので、適宜、

ご興味のある方はご覧いただければと思います。 

すみません。駆け足になりましたが、ご清聴ありがとうございました。 

 

○司会（アナウンサー・粟津） 中村課長補佐、ありがとうございました。続きまして、

「食品中の放射性物質の規格基準について」と題しまして、消費者庁食品衛生基準審査課

の荒川専門官から講演いたします。それでは荒川専門官、お願いいたします。 

 

○荒川（消費者庁） よろしくお願いします。消費者庁の荒川と言います。よろしくお願

いします。「食品中の放射性物質の規格基準について」ということで、放射性物質の基準と

いうのがありますので、御紹介をさせてもらおうと思います。 

〔資料③、スライド２〕 

放射性物質の基準というのが、着目というか関心を呼ぶようになったのが、東日本大震

災の後からということですね。その後、食品中の放射性物質に関する基準値の設定という

ことで、平成 23年ぐらいに暫定規制値というものが作られて、ちょうどこのころから、食

品中に放射性物質はどのぐらい入っていいのかというのが議論され始めました。始めたと

いうか、このとき決まったというか、決まっております。その後も、この決まった基準に

従って、検査を行うとか、実際食品中にどのぐらい入っているのかという検査を行ってい

ったり、そのためのガイドラインを作ったり、あるいは、実際基準値を超えていたら、そ

の回収するとか、いろいろな対応をしてきたというところです。 

〔資料③、スライド３〕 

じゃあ、この基準値をどうやって作ってきたのかというのを、中身のご紹介させてもら

えればと思います。まず、規制の対象とする放射性各種の考え方ということなんですが、

ご存じの方も多くいらっしゃるかもしれませんが、放射性物質と単に言っても、さまざま

な放射性物質があるんですね。原子と呼ばれていますが、物質としては単一の、何か放射

性物質と決まったものがあるというよりは、いろいろなものが放射性を持ち得るみたいな、

いろいろな種類があって、そのたくさんある中で何を規制するのかということについては、
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今回の考え方というのは、ここに書いてあるんですが、 「規制の対象は、福島原発事故によ

り放出した放射性核種のうち、原子力安全・保安院がその放出量の試算値リストに掲載し

た核種で、半減値 1 年以上の放射性核種全体」と。この福島原発で出た核種のうち代表的

なものというか、重要なものというか、そういうのを一部集めましたという感じで、ここ

に挙げているのがセシウム 134、セシウム 137、ストロンチウム 90、プルトニウム、ルテニ

ウム 106と、こういうものを考慮しましょうということに、まずなっています。 

その上で、こういうのを規制の対象とするといいんじゃないかという議論があった中、

実際の規制値を作るには、あまりたくさん、たくさんやるのが大変というわけでもないん

ですけど、一部のもの、ここに書いてあるセシウム以外のものは、測定に時間がかかると

いうことで、なかなか、規制をすると、測定して守らないといけないですね。規制値とい

うのができると、必ず測定をして、守っているかどうかの確認をしないといけないんです

が、そうすると、その確認に時間がかかると、それはそれで結構大変なんですね。規制を

守るというのも大変だということで、測定に時間がかかるものについては、ちょっとやめ

ておきましょうということで、このストロンチウム 90、プルトニウム、ルテニウム 106、

この辺は時間がかかるということで対象にしていません。なので、実際の基準値を設定す

るときは、このセシウムですね。セシウムだけを測って、セシウムの基準値によって、食

品中の放射線の濃度というのを決めていきましょうということになりました。シンプルに

なったわけですね。セシウムの量で放射線の量を測ることにしました。 

〔資料③、スライド４〕 

じゃあ、実際に基準値の話ですけれども、どんな食品でも同じ値なのかというと、実際

そうではなくて、今は４種類に分かれています。本当は食品のこういう汚染物質の基準値

って、４つぐらいではなく、米とか水とか、もう少し細かくやるものなんですけど、放射

性物質の場合は、いったん大まかにこの４つに分かれているということになっています。

１つ目、一番下が一般食品です。一般食品いくつというのがまずあるんですけど、それの

他に、飲料水とか乳児用食品とか牛乳とか、こういうのはちょっと特殊なので、違う対応

しましょうということになります。 

まず飲料水ですが、飲料水というのは、全ての人が摂取し、代替がきかない、摂取量が

大きいので、ちょっと別にしておきましょうということで、WHO も別にしているというこ

となので、別にしています。乳児用食品。これは乳児ですね。小児の期間というのは、や

っぱり放射線に対する感受性も高いと、ちょっとリスクが高いということで別に分けてい

ます。それから牛乳。牛乳も、水みたいなものというのもあるかもしれないですけど、子

どもの摂取量も多いということで、牛乳も分けています。残りを一般食品ですね。残りは

一般ということで、４つに分けて、それぞれ値を決めました。 

〔資料③、スライド５〕 

具体的には右の表に書いてあるんですけど、飲料水が 10 ですね。一般食品が 100 です。

一般食品がまず 100 なんです。それに対して、もうちょっと厳しくしましょうという、こ

の３つの区分が、飲料水が一番厳しくて 10 ですね。で、牛乳と乳児用食品を 50 にしまし

ょうということで設定してあります。この 100 というのが、ベクレルと言ってるんですけ

ど、要するにその食品中に含まれていい放射能の量と言いますか、放射性物質の量と言い

ますか、そういう、含まれていい量ですね。だから、値が小さいほど、より厳しくなると

いうことですね。含まれていい量というのが定まっています。 

この数字、どうやって決めたかというのをここに書いてあるんですけど、食品中の放射

性物質の現行の基準値は、食品の国際規格を策定しているコーデックス委員会が指標とし

ている、年間線量 1mSvを踏まえるとともに、食品安全委員会による食品健康影響評価を受

け、厚生労働省薬事・食品衛生審議会等での議論を踏まえて設定しているということで、

何を書いているか分からないかもしれないですが、そのコーデックス委員会とか、国際的
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な食品の規格を定める委員会なんですね。コーデックス委員会というものがあります。皆

さん、コーデックス、コーデックスとよく言うんですが、これ、何かと。このコメのとこ

ろに書いてあるんですけど、FAO （ファオ）、国連食糧農業機関と WHO、世界保健機関、こう

いう国際機関が別途あるんです。WHO とか聞いたことある方もいらっしゃるかもしれない

ですけど、FAOというのもあって、この２つが合同でつくったんですね。保健機関って、ち

ょっと医療寄りの機関かもしれないですが、人の健康とかに詳しいみたいな感じですかね。

FAOというのはまさに食糧関係、農業関係みたいな、そういう国際機関が２つあるので、そ

こで合同でつくられているのが、コーデックス委員会というのがつくられている。ここで

主に食品の基準というのは、ここでよく議論がされています。だいたいコーデックス、基

準と言ったらコーデックス、世界の基準と言ったらコーデックスみたいなところがあるん

ですけど、コーデックス委員会で決めています。 

ここで、年間 1mSvにしましょうというのが決まったんですね。食品から受ける放射線量、

どのぐらい放射線受けていいでしょう、これは食品から 1mSvにしましょうというふうに決

まったんだということなんです。食品からはと言ったら何かと言うと、最後にまた出てき

ますが、放射線っていろんなところ、今もここに飛んでいるので、放射線というのは。例

えば、東京の国立科学博物館とかに行くと、放射線が飛んでいるのを目で見ることができ

る、霧箱という装置があって、ぜひ皆さん行っていただいたらと思いますけど、目で見る

こともできるんですけど、どこにでも飛んでるんですね。どこにも飛んでいます。なので、

普段から我々、放射線の被害というか、暴露と言いますか、放射線を受けているんですけ

ど、じゃあ、それに加えて食品からどのぐらい受けていいのかと。全体じゃないですよ。

人として全体的に受けるというよりも、普段受けている量も加味して、加えて食品からは

どのぐらい受けてもいいんだろうかというのを考えると、1mSvという数字だというふうに

決まったということです。そうすると、年間 1mSvを超えないためにどのぐらいの数字。食

品中に実際含まれていい量というのはどのぐらいなの、というのがこうやって決まったと、

そういうような考え方で決まっています。あくまで考え方ですから、細かい計算をするわ

けではないんですけど、そういう考え方だということです。 

〔資料③、スライド６〕 

基準値の設定の考え方ということで、1mSvまで食品から取っていいですよというふうに

なっていると。食品と言っても、水と食品それぞれあるんですね。食品全体として、水、

食品合わせて 1mSvなんですけど、とはいえ、水と食品って取り方別なので、基本的にこう

いう汚染物質というのは、水からはだいたい 10％ぐらい、食品からは残り 90％ぐらい取る

でしょうというような推定というか、そういうのがされているので、水由来だと 0.1mSvで

すねと。で、食べるやつ、食品由来で 0.9mSv で、足して 1mSv ですねと、そういうような

前提で、先ほどの計算されています。 

これ、セシウムについての基準値なんですけど、先ほども言いましたように、セシウム

以外の放射性物質というのもあるんですね。放射性核種、ストロンチウムとかプルトニウ

ムとかルテニウムとかあるんですけど、だいたいそのセシウム以外というものが 12％ぐら

いあるらしいんですね。なので、こっちも一緒に多分入ってるよという前提で、セシウム

の基準やっています。だから、セシウムでぴったり 1mSv になったら、他の核種で 1mSv 超

えちゃうんじゃないかということはなくて、他の核種を合わせても 1mSvになるように、セ

シウムの数を決めているんですね。なので、そこは、セシウムしか見なくて大丈夫かとい

うご心配はしていただかなくても大丈夫だということになっています。こうやって決めて

います。 

〔資料③、スライド７〕 

さらに、実際の計算方法をもう少し詳細に御紹介しますと、食品から 1mSvだと。そんな

こと言っても、食品、食べる量だって人によって違うんじゃないかということも思われる
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かと思います。実際の計算はこれ、1mSv、じゃあそれをどうやって割り当てようかと。ま

ず一般食品、0.9 ですね。1mSv の残りの、先ほど言った、食品からは 0.9 なんですけど、

0.9 について、平均的な食品の摂取量というのが、調査の結果で何となく年齢ごとに分か

っているんですね。なので、年齢ごとに摂取量というのを男女で分けて、年齢区分を分け

ていくと、だいたい限度値というのが出てくると。年齢ごとに変わってくると。このうち

一番厳しいところですね。一番厳しいところが、13歳から 18歳の 120Bq （ベクレル）とい

うのがあったので、一番厳しいところに設定すればいいでしょうということで、年齢ごと

に分けて、一番厳しいところにして、120になって、これを下回る数字がいいだろうという

ことで、100になったと。そういう流れだったということであります。このようにして、放

射性物質の基準値が決められてきました。これは、当時こうやって決まったんですけど、

いまだに、まだこの数字で続いているというところです。 

〔資料③、スライド８〕 

この基準値設定して、実際どうなのと。実際、食品中の放射性物質ってそんなに入って

るのということが気になるかもしれないですけど、これは調査をしています。毎年調査を

していて、マーケットバスケット調査と言うんですけど、この調査の詳細はまた後ほど説

明があるかもしれないですけど、まさにマーケットバスケットですね。スーパーマーケッ

トとか行くんですけど、スーパーとか行って、食品を実際に買ってくるんです。いろんな

食品、バランス良く買ってくるんですけど、バランス良くというのは、国民の平均的な摂

取量の調査結果があるので、それを踏まえて買ってくるんですけど、実際食品を買ってき

て、全部すりつぶして混ぜ合わせて、バスケットというのは、バスケットの食品を買って

くるイメージで、バスケットと付いているんでしょうけど、みんなまとめますよみたいな

イメージかもしれないですけど、こういう食品の調査と言うとよくあるんですけど、マー

ケットバスケット、実際にスーパーに行って買ってきて、セシウムの量というのを測って

ます。これは毎年測ってます。各地で流通する食品を購入して、放射性セシウムを精密に

測定するということでやっています。 

これは、国民の食品摂取量の地域別平均に基づいて購入し、混合して測定しますという

ことです。そういう調査をしています。結構標準的な手法なんですね。食品の汚染状態を

調べるには標準的な手法なんですけど、これやってます。通常の食事の形態に従った簡単

な調理をして測定。一応調理もするわけですね。実際にどのぐらい、皆さんが食べる形に

した方がいいので、そういうこともしています。その上で測定しています。生鮮食品はで

きるだけ地元産、近隣産のものを購入。今、東京でどんなものでも買えますからね。東京

とかどうしてるんだろうな。なるべく地元のものを、地域性というのも１つの調査の観点

ではありますので、できる限り地元産のものを、あったら買ってくるというような感じで

調査をしているということです。 

これで、実際買ってみて、皆さんが買った食事にどのぐらい入っているのかというのを

測定しているんですけど、結果これですね。0.0005から 0.0009mSvという結果になってい

るんですね。大変少ない、すごく少ない状態になっています。さっき言った線量の上限値

１mSv。食品由来は１mSvまでにしましょうというのが、国際機関であるコーデックスさん

が決めたのが１だったんですけど、それに対して実際の測定値、0.0005なんですね。大変

少なくなっています。ですから、まあ大丈夫。大丈夫と言うのも難しいんですけど、大変

少なくなってますよということで、こういう調査もしてますということをご承知おき、よ

かったら知っておいていただけたらなというふうに思います。今だったら、普通に食べて

て、たくさん放射線のものが入っているということは基本的にはないんだなというふうに

思っていただいたらいいかなと思います。もちろん、ごくまれに、個別の食品ごとで見る

と、たまにちょっと放射線量が多いとか、ないではないんですけど、あくまで平均として

はこのぐらいなので、普通に食事をバランス良く取っていれば問題ないんじゃないかとい
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うような状況かなというふうに思います。 

〔資料③、スライド９〕 

最後ですね。これ、先ほど言った、放射線被ばくの早見図ということなんですが、これ、

大変細かくて、すみません。とても読めないと思うので、お手元に紙がありますので、よ

かったら後ほど見てもらったらと思いますが、皆さん、普段から放射線を受けていますと

いう話ですね。ここだけ読めるんですけど、１日当たりの年間線量、日本人平均は、約 2.1mSv

ということで、この時点で１を超えているわけですから、そこそこ、2.1mSvぐらい受けて

ますよと。自然界の、太陽から降ってくる放射線とか、あと、土の中に入っているもとも

とある放射線とか、結構いろいろあるので、飛行機とか乗るとちょっと増えたりするとか

言いますけど、そういうのを受けていますので、そういうのと比べると、今、食品中から

受けるよというのはすごく少ない。何せ 0.0005ですからね。すごく少ないですねというよ

うな、そういう量的な感覚を、よかったら覚えて帰っていただいたらなと思います。 

〔資料③、スライド 10〕 

この辺りの話、消費者庁のウェブサイトの方でも情報提供などさせていただいています。

今日もお配りしている冊子などもありますので、もしご関心あったら読んでいただいたら

ありがたいなと思います。以上になります。どうもありがとうございました。 

 

○司会（アナウンサー・粟津） 荒川専門官、ありがとうございました。さて、続きまし

て、「食品中の放射性物質の対策と現状について」と題しまして、厚生労働省の宮﨑専門官、

農林水産省の山本専門官より、順に講演いたします。それでは、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○宮﨑（厚生労働省） ただ今、御紹介にあずかりました、厚生労働省の健康・生活衛生

局食品監視安全課の宮﨑と申します。これから食品中の放射性物質、こちらの対策と現状

につきまして、厚生労働省と農林水産省の取り組みをお話させていただければと思います。 

〔資料④、スライド１〕 

目次をお示しさせていただきました。私からは、まず厚生労働省の取り組みについて、

農林水産物の放射性物質対策としまして、国内での検査体制について説明をさせていただ

ければと思います。 

〔資料④、スライド２〕 

今お示ししましたスライド、こちらは食品中の放射性物質への対応の流れについて、こ

れまでの沿革を示したスライドでございます。先ほど消費者庁さんからのスライドの中に

も含まれていまして、ちょっと色味は違いますけれども、内容は重複してございますので、

ここは簡単に話させていただければと思います。 

先ほどもありましたけれども、平成 23 年の３月 11 日に発生しました福島原発の事故に

よりまして、厚生労働省は３月 17日に緊急的な措置として、原子力安全委員会が示した指

標値を、暫定規制値として示したところでございます。その後、厚生労働省、食品安全委

員会、それから放射線審議会などの各関係機関で審議を重ねまして、現行の基準値が設定

されたというところでございます。この基準値を基に、全国で食品中の放射性物質に関す

る検査が現在も続けられているという状況でございます。検査の結果、基準値を超過した

ものというのは回収、それから廃棄をされるという流れになってございまして、そして、

基準値を超えた食品が、その１つの個体、１つのものだけではなくて、地点の広がりがあ

る場合、県域もしくは県内の一部の区域を単位としまして、出荷制限の指示が行われると

いう流れになってございます。本日、この基準値と出荷制限について、主にお話をさせて

いただければと思います。 

〔資料④、スライド３〕 
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こちら、放射性物質対策のための各省庁の連携を示した図になってございます。このよ

うに、関係する省庁が連携をして、基準値を超える食品が流通しないように検査を実施し

ておりまして、結果に基づいて出荷制限を実施しているという状況でございます。 

〔資料④、スライド４〕 

こちらのスライドは、その基準値の設定の仕方についてまとめたスライドでございます

が、これも先ほど消費者庁さんのスライドに含まれていたものと内容としては同じものに

なってございます。先ほどありました国際的な規格を策定しておりますコーデックス委員

会が指標としている、年間線量１mSvというところを踏まえまして、各食品群、４つの区分

がございますけれども、それぞれに設定された基準値というのを見ながら検査をしている

ところでございます。 

〔資料④、スライド５〕 

こちらのスライドも同じですね。先ほどありました一般食品、一番下の欄ですけれども

一般食品があって、それ以外に牛乳、乳児用食品、飲料水、それぞれ基準値が設定された

というところでございます。 

〔資料④、スライド６〕 

続きまして、これまでその基準値の設定をされてくるという話をしてまいりましたけれ

ども、この基準値を指標とした検査、いわゆるモニタリング検査というものについてお話

をさせていただければと思います。 

モニタリング検査は、原子力災害対策本部ガイドラインに従って実施されることになっ

てございます。正式な名称としましては、 「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解

除の考え方」というものなんですけれども、こちら、原子力災害対策本部が策定したガイ

ドラインとなっておりまして、このガイドラインに基づいて検査がなされてございます。

このガイドラインは都道府県による検査、出荷制限の考え方などなどが定められた文書に

なってございまして、この文書に基づきまして、都道府県は検査を実施しているというも

のになります。厚生労働省は都道府県に対しまして、検査計画を作りまして、それに基づ

き検査をするよう通知しているところでございます。検査結果は都道府県から厚生労働省

へ報告されまして、厚生労働省のホームページで全て公表してございます。 

〔資料④、スライド７〜10〕 

こちらのスライドからはガイドラインの詳細になってございまして、説明は省略をさせ

ていただければと思います。御関心がございましたらお手元の資料を御確認いただければ

と思います。 

〔資料④、スライド 11〕 

11ページを御覧ください。出荷制限、摂取制限についてお話をさせていただければと思

います。原子力災害対策特別措置法に基づく措置となってございまして、基準値を超過し

た地域的な広がりが見られたという場合に、出荷制限が指示されます。この青文字で書い

た「出荷制限」というやつですね。また、著しく高濃度な値が出てしまったという場合に

は、 「摂取制限」というのも指示がなされています。都道府県は、このモニタリング検査を

行いまして、基準値が超過されたものにつきましては、回収ですとか廃棄などの適切な措

置を取っているところでございます。さらに地域的な広がりが確認された場合には、出荷

制限として、その地域で生産された、その農作物が出荷できなくなります。さらに著しい

高濃度が確認された場合、食べるのもだめということで、摂取制限という形でさらに規制

がかかってくるという流れになってございます。この基準値超過に対する措置ですとか、

出荷制限、摂取制限によって、基準値を超えた食品が流通しないように、厚生労働省、農

林水産省、都道府県が連携して対応しております。 

〔資料④、スライド 12〕 

こちらのスライド、大変細かくて恐縮なんですけれども、出荷制限の対象になっている
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一例をまとめたものになります。福島県を中心としまして、多くの都道府県で出荷制限が

残ってございますけれども、よく見ていただくと、野生のものが大変多くなっております。

栽培されるものにつきましては、生産者、それから自治体の取り組みなどによって除染が

進みまして、基準値を超えるものは、もうほとんどなくなってございます。 

〔資料④、スライド 13〕 

こちらのスライドは、放射性物質の検査法に関する内容となっております。ゲルマニウ

ム半導体検出機を用いた精密な分析法に加えまして、測定時間が短時間で済む NaI シンチ

レーションスペクトロメータ、これを用いたスクリーニング法。それから、測定の流れの

中で、最初に切り刻んでから重量を測って、放射性物質測定して解析するという流れにな

るんですが、最初の細切れにするという作業を不要として、今、細切れにしないでセシウ

ムを測定できる、非破壊検査法というものも活用しながら検査が行われております。 

厚生労働省は、この食品中の放射性物質につきまして、このように安全性の確保に取り

組んでいるところでございます。厚生労働省からは以上となります。続きまして、農林水

産省の取り組みについてご紹介をさせていただければと思います。ありがとうございまし

た。 

 

○山本（農林水産省） 農林水産省食品安全政策課の山本と申します。ここからはバトン

タッチしまして、私の方からは、農林水産物の放射性物質低減に向けた生産段階での管理、

取組と、出荷前に行われる放射性物質の検査の結果についてご説明をさせていただきます。 

〔資料④、スライド 15〕 

こちらは、農林水産物の放射性物質低減に向けた生産段階での取組を、簡単にまとめた

ものとなっております。スライド中段に放射性物質の移行低減対策を４つほどまとめてお

ります。上２つは後ほど、次のスライド以降で御説明するので割愛させていただきますの

で、３つ目、４つ目について、ここでは簡単に御説明させていただきます。 

３つ目の果樹・茶等の低減対策、これがどういうものかと申しますと、木の幹や葉っぱ

に付着した放射性セシウムを除去することで、果実や茶葉への放射性物質が移行すること

を防ぐことができますので、そういった対策を通して安全性を確保するという取組になっ

ております。 

４つ目の農地の除染、どういうものがあるかと申しますと、農地の表層にある土を削り

取って除去する、あるいは、表層にある土と下層にある土を入れ替える作業、そういった

ものを農地の除染と呼んでおり、こういった対策については、現在、特定の地域を除いて

全て完了しているという状況になっております。 

また、生産現場では、こういった対策によって安全性の確保を行った上で、出荷前の放

射性物質の検査ということを行っておりまして、安全な農林水産物だけが流通するように

しております。もし検査によって基準値超過が認められた場合、先ほど厚労省さんからも

お話ありましたけれども、当該食品の回収・廃棄、必要に応じて出荷制限等の対応が行わ

れます。さらに並行して、基準値が超過してしまった場合は、その原因究明を行いまして、

もし追加の対策が必要であれば、さらに移行低減対策として盛り込むといった取組を行っ

ております。 

〔資料④、スライド 16〕 

続いて、カリ施肥による稲の吸収抑制対策について御説明いたします。家庭菜園をなさ

れている方、よくご存じかと思いますけれども、農作物を育てる上で、カリウムというの

は必須の栄養素となります。そのため、農作物は根から農地の土壌に含まれるカリウムを

吸収して生きています。このカリウムは、セシウムと化学的に似た性質を持っておりまし

て、作物への吸収に対して、カリウムとセシウムは競合する関係となっております。この

ため、土壌中にカリウムが十分に含まれていれば、セシウムは作物に吸収されにくいとい
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うことが分かっており、生産現場ではカリウムを十分に施肥することで、吸収抑制対策を

行っております。 

〔資料④、スライド 17〕 

続いて、きのこ等の特用林産物の安全確保対策ですけれども、きのこの栽培方法、大き

く分けて、原木栽培と菌床栽培、２つの栽培方法があります。このうち原木栽培は、原木

に穴を開けて、菌を植菌して、自然の状態で育てるといった栽培方法になります。この原

木に菌を植菌したものを、ほだ木と呼んでいます。きのこは原木に含まれる放射性物質を

吸収しますので、きのこの放射性物質の濃度が食品の基準値を超えないように、原木やほ

だ木に含まれる放射性物質の上限の指標値というものを設けておりまして、この指標値を

超えない安全な原木、ほだ木だけを使って栽培するという取り組みが行われています。ま

た、こういった対策を確実に行うために、原木やほだ木を高圧洗浄水で除染する、原木へ

の放射性セシウムを払拭するために、簡易ハウス等の設備を導入したりといった対策が行

われております。一方、野生きのこや山菜については、同じような生産段階の取組を行う

ことが難しいですので、栽培/飼養管理が困難な品目群として、検査を重点的に行っており、

基準値を超過するものは流通させないようにしております。また、ホームページによる情

報提供や、出荷制限地域のものが流通しないように、巡回して確認する、そういった対策

も行われております。 

〔資料④、スライド 19〕 

ここからは、生産段階における安全確保対策を行なった後、出荷前に行われる放射性物

質の検査の結果について御説明をさせていただきます。まず、どういった検査結果を御説

明するかという点についてですけれども、これから御説明する検査結果の元データという

のは、全て厚生労働省のホームページに掲載されているものになっております。ただ、こ

れから詳しく御説明しますけれども、検査結果はかなり膨大なので、なかなかこの生デー

タを見るだけだと全体像がつかみづらいかと思いますので、ここからは、このスライドに

沿った方法で集計・抽出したようなものを用いて、それをさらにグラフ等で視覚化したも

のを用いて御説明させていただきます。 

〔資料④、スライド 20〕 

では、直近の令和６年度の検査点数についてなんですけれども、だいたい全体で４万点

検査が行われております。上の方は、この４万点の検査の内訳を示したものになりますけ

れども、栽培/飼養管理が困難な項目がだいたい３万点ということで、４分の３、重点的に

こちらの品目群について検査が行われるということが読み取れます。また、可能な品目群

と困難な品目群、具体的にどういう品目があるのか、どういう割合で検査しているのかと

いうのが、こちらの下側の円グラフとなっております。 

〔資料④、スライド 21〕 

続いて、検査点数の推移ですけれども、発災直後、平成 23 年以降、だいたい 20 万、25

万点ぐらいの検査が行われておりまして、令和２年でがくっと減っています。なぜ、この

検査点数がこういうふうになっているかと申しますと、この令和２年度に、それまで牛肉

の検査、全頭検査を行っておりましたのが、抽出検査、検査の効率化というものを行いま

して、その関係で検査の点数がここで減っておりまして、だいたいそれ以降は３、４万点

で推移していると、そういった状況となっております。 

〔資料④、スライド 22〕 

ここから具体的に、検査結果はどうだったのかというところですけれども、こちら、栽

培/飼養管理が可能な品目群について、濃度別点数の推移をまとめたものとなっております。

この色の薄いところが、25 Bq/kg（ベクレルパーキログラム）以下、要は一番低い濃度帯

のものを示しているんですけれども、発災直後は 97％弱だったものが、この割合がどんど

ん増えておりまして、現在ではほぼ 100％になっている、全体的に放射性物質のレベルが
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低下しているということがこのグラフから読み取れます。また、基準値 100Bq を超えたも

のが、この赤いところですけれども、発災直後は 500 点以上あったものが、さまざまな生

産段階での取組が行われた結果、こちらの点数も減っておりまして、近年ではほとんど基

準値超過はない、特殊な事例を除いてほぼ０点になっているというような状況になってお

ります。 

〔資料④、スライド 23〕 

続いて、原木きのこ類の検査結果についてなんですけれども、こちらも薄いところが低

い濃度帯で、赤いところが基準値超過した点数となっております。こちらの点数も、発災

直後はそれなりの点数があったんですけれども、先ほど申し上げたような、安全な原木を

用いるといった安全対策の徹底が行われた結果、基準値超過は見られないということが検

査結果から読み取れます。 

〔資料④、スライド 24〕 

続いて、栽培/飼養管理が困難な品目群の濃度別点数の推移をまとめたものになりますけ

れども、同じように赤いところが減って、薄いところの割合が増えているというのは一緒

なんですけれども、先ほど御説明したところと違い、まだまだ 100 点以上、基準値超過が

認められているような状態になっております。そのため、こういった栽培/飼養管理が困難

な品目群については、引き続き重点的な検査、出荷制限等の措置というのを実施している

ような状況となっております。 

〔資料④、スライド 25〕 

こちらが、基準値超過が検出された点数の、栽培/飼養管理が可能な品目群の細かいデー

タをまとめたものとなっております。繰り返しになりますけれども、特殊な場合を除いて、

基準値超過の点数というのはほとんどないという状態となっております。 

〔資料④、スライド 26〕 

また、栽培/飼養管理が困難な品目群については、基準値超過がある。で、具体的にどう

いう品目があるのかと申しますと、上３つのところが代表的なもので、野生のきのこ類、

野生の山菜類、あとは野生鳥獣肉類、いわゆるジビエと、そういったものについては基準

値超過がまだまだ見られるような状況ということになっておりますので、引き続き重点的

な検査を実施していくような状況となっております。 

〔資料④、スライド 27〕 

ここまでのまとめです。放射性物質の低減対策の徹底や、時間経過による放射能の減少

等により、事故直後に比べると、食品中の放射性物質のレベルは全体的に低下していて、

栽培/飼養管理が可能な品目群においては、基準値超過はほとんどないというような状況と

なっております。一方で栽培/飼養管理が困難な品目群の一部、野生きのこ、山菜やジビエ

等については、安定して基準値が下回ることが確認されるまで、引き続き出荷制限等の措

置を実施しているという状況になっております。 

最後、ちょっと駆け足になってしまいましたが、今日御説明したスライドのもう少し詳

しいものでしたり、実際のデータを集計した表でしたりは、弊省のホームページにも掲載

しておりますので、もしご興味がありましたら、こちらの URL や、バーコードも付けてお

りますけれども、そちらから見ていただければと思います。簡単ではありますが、私から

の説明は以上とさせていただきます。 

 

○司会（アナウンサー・粟津） ありがとうございます。厚生労働省の宮﨑専門官、そし

て農林水産省の山本専門官でした。ありがとうございました。さて、続きまして、 「風評に

関する消費者意識の実態調査」と題しまして、消費者庁消費者安全課の秋山専門官から講

演いたします。それでは、お願いいたします。 
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○秋山（消費者庁） 再びになりますけれども、消費者庁消費者安全課の秋山と申します。

よろしくお願いいたします。先ほどまで、リスク評価、基準の設定、そして現状について、

放射線関係で御説明をいただきました。私の方からは、「風評に関する消費者意識の実態調

査」ということで、平成 25 年から年に２回、以降、平成 31 年からは年に１回しておりま

す、風評に関する消費者意識の実態調査についての共有をさせていただきたく思います。

よろしくお願いいたします。 

〔資料⑤、スライド２〕 

まず最初に、「食品の産地を気にする理由」に対する回答というところのグラフをお見せ

いたします。やはり、味、品質、こちらの方を気にされる消費者の方が多いということが、

一目で見て分かっていただけるかと思います。放射性物質も、こちらの調査を始めました

当初、平成 25年には、約３割の方がやっぱり気になるというお話をされておったんですけ

れども、行政、生産者、流通の皆様の努力によって、徐々に安心感というところが広がっ

てまいりまして、現在では放射性物質を気にされるという方は、約３分の１程度まで下が

ってきているということが御覧になっていただけるかと思います。 

〔資料⑤、スライド３〕 

もう１つ、グラフなんですけれども、こちらは「食品中の放射性物質の検査」に関する

回答についてのグラフになります。これは、先ほど、どれぐらいたくさんの数の試験をし

て、基準を超過しないということの制御ができてるかというお話がたくさんあったかと思

います。ただ、こちらのグラフを御覧になっていただきますと分かりますとおり、検査が

行われていることを知らないということが、当初は２割だったんですけれども、現在では

65％まで上がってきている。そして、基準値を超える食品が確認された市町村では、他の

同一品目の食品が出荷・流通・消費されないようにしているというところも、当初は 58.8％

だったんですけれども、現在は 18.5％まで落ちてきている。食品中の放射性物質の検査は

東日本の 17 都県を中心に実施されているというところ、こちらは横ばいになっておりま

す。意外と、生産者の方がどれだけ苦労して安全なものを供給しているか、そして、管理

者が試験して、流通しないことを徹底しているかというところは伝わっていないかという

ところが、このグラフから見て分かるかと思います。 

〔資料⑤、スライド４〕 

そこで行政としましては、「あなたは、風評被害を防止し、売られている食品を安心して

食べるために、どのようなことが行われるとよいと思いますか」というところの回答も紹

介させていただきます。こちらも同じように、消費者意識の実態調査からの回答なんです

けれども、それぞれの食品の安全に関する情報提供ですとか、食品に含まれる放射性物質

に関する科学的な説明、そして実際の測定データなどの公開というところをしっかりして

ください、というところの要望があるかと思います。お手元にお配りしております Q&A の

方に、先ほどまでの管理の考え方ですとか、実測値についても記載されておりますので、

ぜひその辺りもご覧になっていただければというところと、我々としましても、しっかり

とこの辺り、啓発を進めていきたいと考えております。簡単ですけれども、私からは以上

になります。 

 

○司会（アナウンサー・粟津） 秋山専門官、ありがとうございました。前半のプログラ

ムは以上となります。ここから、およそ 10分間の休憩とさせていただきます。再開はこの

後、14時 20分ごろ、午後２時 20分ごろからといたしますので、それまでにお席にお戻り

ください。それでは、休憩といたします。 

 

（休憩） 
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○司会（アナウンサー・粟津） それでは皆様、お時間になりましたので、これより講演

を再開いたします。続きましては、「食品添加物、農薬の規格基準等について」と題しまし

て、消費者庁食品衛生基準審査課の荒川専門官から講演いたします。それでは荒川専門官、

よろしくお願いいたします。 

 

○荒川（消費者庁） よろしくお願いします。消費者庁の荒川です。よろしくお願いしま

す。ちょっとここから、食品添加物、農薬の規格基準等についてお話をするんですが、お

付き合いいただければと思います。 

〔資料⑥、スライド４〕 

食品安全行政についてということで、食品の安全性というのを行政機関として担当させ

ていただいています。これ、最初に消費者庁消費者安全課が御紹介したスライドと同じな

ので、ちょっと繰り返して説明するのもあれですけど、もう一度念のため御説明すると、

こういう感じでやってますというスライドになっています。リスクアナリシスと言って、

問題発生を未然に阻止したり、悪影響の起きる可能性、リスクを低減するための枠組みと

言っていますが、そういうことで、リスク評価、リスク管理ということで、各省庁が連携

して対応していますという図です。 

ちょっと分かりづらいと思うので、リスクアナリシスとは何かという、食品にどんなリ

スクがあって、どういうところが危ないんだろうということを分析しましょうということ

なんですけれど、例えば、食品以外で置き換えて考えてみると、何があるだろうかと思っ

たんですけど、これは例えばですけど、小さいお子さんとかが御家庭にいると、はさみと

か、よう机の上とか置かないですね。高いところに置いたりとか。あと、薬とかもそうで

すよね。小さな子の手の届くところに置かないようにしましょうとか言うわけですけど、

あれもある種のリスクアナリシスの結果、そうなっているわけですね。はさみというのは、

我々大人は問題ないです。大人はそうそうけがしないですけど、小さい子どもは、間違っ

てけがをしてしまうかもしれない。それがリスクですね。もしかしたら。けがしないかも

しれないですよ。机の上に置いておいても、手の届くところに置いてあっても、けがしな

いかもしれないけど、もしかしたらけがしちゃう可能性あるなと、それがリスクですね。

それがこの左側のリスク評価の部分。もしかしたらけがしちゃうかもしれない。あるいは、

薬とかを置いておくと、小さい子が開けて飲んじゃうかもしれない。これもリスク評価で

す。そういうリスクがもしかしたらあるかもしれない。ないかもしれないけど、あるかも

しれないという、それを評価するのがリスク評価。これは食品安全委員会がやっています

ね。 

一方で、リスク管理。何するかと言うと、そういうリスクがあるので、じゃあちょっと

管理しましょう。ちゃんと管理しましょう。例えば刃物とかだったら、手の届かないとこ

ろに置くとか、高いところに置くとか。薬とかだったら、薬も同じように高いところに置

いておいてもいいんですけど、ちょっと不便なので、子どもが開けづらいふたにするとか

ですね。最近、チャイルドレジスタンスとかいう、ちょっと工夫しないと、ボタンとポチ

ッと押さないと開かないふたとかあったりするんですけど、そういう工夫をするわけです。

これはリスク管理です。だから、そういう役割分担をしながらやっています。 

食品安全委員会の方で、食品の場合ですと、この食品は危ないかな、あるいは、この食

品に入っている添加物はどのぐらい危ないかなというのを、まずどのぐらい危ないか、ど

のぐらいリスクがあるかというのを、食品安全委員会の方で評価します。リスク評価しま

す。で、どのぐらい危ないかが分かると、じゃあ、どう管理すればいいかが分かるわけで

す。管理の仕方はいろいろあるわけです。先ほど言ったように、同じ、子どもが間違って

使っちゃうかもにしても、高いところに置いておくという手段もあれば、ふたを開けづら

くするとか、そういう手段があるので、いろんな手段があります。 
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食品の場合だと、例えば、これからお話しする、基準値を作るというのは１つのリスク

管理ですよね。危ない物質があります。例えばカドミウムとか、鉛とか、いかにも危なそ

うなものというのはあまり入っていてほしくないので、このぐらいまで。あの辺、一切入

っちゃいけないというのもありますけど、あるいは添加物とかであれば、この後説明しま

すけど、このぐらいまでの量にしましょうとか、上限値を決めてみたりとか、入っていい

量とかを決める。それが基準値という考え方ですね。そういう、最終的な食品でどのぐら

い入っていいかを決めて管理していくという手段もあります。あるいは、そうではなくて、

乳製品とか、あるいは食肉製品だったりすると、製造工程でちゃんと加熱をしましょうと

か、そういう、最終的に出来上がったものの管理をするだけじゃなくて、作っている最中

に加熱をしましょうとか、そういう形でリスクを管理する場合もあります。 

あと、そもそも、これが一番伝えたいことなんですけど、そういういろんな管理の仕方

があるんですが、まず、食品というのは、１つのものだけ偏って食べると、どうしてもリ

スクが高まっていってしまうんですね。先ほど言った危ないものが入っているという食品、

ちょっとだけだったらいいんですけど、それをたくさん食べてしまうと、やっぱりリスク

が上がっていったりするということがあるので、各消費者の皆さん個人個人が、いろんな

ものを偏りなく食べていただくというのも、１つのリスク管理の方法なので、そういう形

で管理していきましょうということなんです。その話はまた後でしますが。 

というわけで、何が言いたいかと言うと、こういう全体の考え方をリスクアナリシスと

いうふうに言っていて、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、そういうふうに言っ

ていて、リスクを評価する人と、リスクを管理する人を分けて、各省庁が連携していると

いうことで、食品安全というのを進めているということになっています。 

〔資料⑥、スライド５〕 

その上でもう少し細かい話をしますと、関係府省が何をしているのかというスライドに

なるわけですが、こちらも先ほどご紹介があったので、ちょっと簡単に進めていきますが、

食品安全委員会さん、こちらがリスクの評価をしています。リスクの評価なので、これは

もう完全に科学的な評価ですね。科学的に、人にどのぐらい有害なんだろうかというのを

調べてくれているところです。その上で、この方々が出した評価の結果を踏まえて、消費

者庁と厚生労働省と農林水産省さんが相互に連携しながら、各担当が違いますので、各担

当している分野で必要なリスク管理をしていくということです。先ほど言った、はさみの

置く場所であれば、はさみを置く場所を担当しているのは何たら省で、薬のふたを担当し

ているのは何たら省とか違う場合があるので、それは各担当がやりますという、そういう

ことなんですけど、そういう形でやっています。 

〔資料⑥、スライド６〕 

関係府省間の連携強化ということで、これはちょっと細かい話になりますが、そういう

ようなことをやっていきましょうというのが法律上も明記されていますということです。

最初に作られたのは食品安全基本法という、これは一番大きい法律です。食品安全行政の

バイブルみたいな法律ですけど、食品安全基本法という法律があります。この第 15条とい

うところに、関係行政機関の相互の密接な連携をしましょうということが書いてあるので、

私、消費者庁におりますけれども、この法律に基づいて、関係省庁の皆様と連携している

ということかなと思います。こういうのに従って、例えばこの２つ目である基本的事項み

たいな、連携の仕方の考え方を定めていたり、それを実際に連携するために、こういう会

議みたいなもの、「食品安全行政に関する関係府省連絡会議」みたいなのを開いたり、いろ

んなことで連携をしているわけですが、大元にあるのはこの食品安全基本法、法律に定め

られて連携していますということだそうです。 

〔資料⑥、スライド７〕 

その上で、ようやく本題の方に入っていきます。消費者庁の食品衛生基準審査課という
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ところにいるんですけど、基準審査課なので、私の仕事は規格基準を作ることなんです。

規格基準を作ることなんですが、それを定めている法律が、食品衛生法というものがあり

ます。先ほどの食品安全基本法というのは、これはもう、もう少し抽象的なことが書いて

あって、連携しましょうとかですね、連携して頑張りましょうみたいなことが書いてある

んですけど、その上で、じゃあ実際どうやって頑張るのか、どうやって衛生を守るのかと

いうことが、食品衛生法とか、そういう個別の法律に書いてあったりします。 

食品衛生法に何が書いてあるかと言うと、目的というふうに書いてありますが、食品の

安全性の確保のために云々かんぬんということで、いろいろありますよとなっているんで

すけど、概略をスライドにしているんですが、先ほど言った、私がやっている規格基準の

策定、ルール作りですね。この物質はこのぐらいまで入っていていいですよとか、あとは、

この物質はこうやって作りましょうとか、そういう具体的な基準とか規格とかを作るんで

すけど、それだけじゃないんですね。食品の衛生を守るためには、それも１つの大きなと

ころなので赤枠で囲ってますけど、それだけでもないですと。例えば左に、食品等の販売

等禁止というのがあるんですけど、腐敗したものは売ってはいけないと。当たり前のこと

なんですけど、一応法律に書いてあります。だから、腐敗したものを売ったら法律違反、

食品衛生法の第６条の違反になるんですけど、そういう当たり前のことですが書いてあり

ます。当然、だめなものはだめなんです。だから、規格基準を策定するということだけで

はなくて、いろんなルールがあって、いけないものは売っちゃいけませんよとか、特定の

ものは売っちゃいけませんよとか、あとは、下に監視指導というのがあって、こういうル

ールを定めた上で、それに従って、営業所、食品衛生管理者とか、営業の許可とかを取っ

たりする方もいるかもしれないですけど、そういう許可を取らないと営業しちゃいけませ

んよとか、いろいろルールがあって、いろいろと食品衛生法の中に書いてあります。食品

の衛生を守るための基本的なルールが全部書いてあるんですけど、そのうち一部として、

規格基準を作りましょうというのがあります。で、たまたま消費者庁の食品衛生基準審査

課では、この規格基準というのを作っているというところです。 

〔資料⑥、スライド８〕 

規格基準について御紹介していきたいと思います。これ今、申し上げた食品衛生法。食

品、添加物の規格基準を策定します。これ、器具・容器包装の規格基準を策定しますとい

うことになっていますね。食品安全基本法、これはもともとのバイブルの方です。いくつ

かの法律が関係するんですけど、食品衛生法というので具体的にやっていますということ

ですね。これ、基準っていっぱいあるんですね。吹き出しがいっぱい出ていますけど、成

分規格、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準、使用基準、いろんな基準があります

から。主に、基準と書かれている方は行動する方。製造方法とか、こういうことをしまし

ょうみたいな、そういうことなんですけど、成分規格というのが、入っていていい量です

ね。この物質は何 mg （ミリグラム）まで入っていいですとか、そういうのが成分規格のイ

メージです。皆さん、規格とか基準とか、何となく同じような意味で使っていて、何とな

くみんな、入っていていい量みたいな、このぐらいだったら入っていていいみたいな感じ

で使っていることが多いような気も、僕も小さいころはそうだったなと思うんですけど、

一応規格と基準というのはこの法律で使い分けていて、規格と言うと入っていていい量、

基準と言うと作り方とか、そういうような使い分けになっていますね。で、分析法とか試

験法とか、そういうのを書いていますということです。 

〔資料⑥、スライド９〕 

食品衛生法、食品を規制する法律なんですけど、実は、単純に食品と言ってもいろいろ

あって、こういうものを規制してますよというお話です。まず、食品は全て、食品衛生法

の規制対象です。 

食品って何か。食品の定義ってあまり考えたことないかもしれないですけど、もちろん
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プロの方は考えていらっしゃると思いますが、一応法律上、全ての飲食物という定義はさ

れていて、定義になっているのか、なってないのか分かりませんが、全ての、とにかく口

にするもの全てだというふうに書いてあります。食品の定義、全ての飲食物。ちなみにこ

れ、口にするものと言うと、医薬品みたいなものも口にするんですけど、医薬品とか医薬

部外品とか、そういうものは除くということになっていますね。だから、この世の口にす

るものは、医薬品か食品かに分かれるんですね。医薬品じゃなかったら、全ての口にする

ものは食品なので、どっちかなんです。皆さんの口にするものは必ずどっちかになるとい

うふうにご理解いただいて、法律上ですけど、法律上はそういう区分でやっているという

ことです。 

添加物、食品添加物とか言ってますが、これも規制の対象ですね。もう、典型的な対象

の物質になっています。そうすると、食品と医薬品しかないと言ったのに添加物もあるじ

ゃないか、みたいな話になるんですけど、一応添加物は食品の範ちゅうと言うか、飲食物

ではないということなんでしょうね。食品の一部ではないんですけど、食品とは別になっ

てるんですけど、法律上は。飲食物ではないと言いますか、飲食物に添加するものなので、

それ自体飲食していない。添加物自体は飲食していないというようなイメージで分かれて

いるわけですかね。早速言ったことを覆しているようで申し訳ないですが、覆しているわ

けではないんですけど、添加物というのも別途、食品とは別に規制の対象になっています。

食品と添加物。食品の製造の過程において云々かんぬんと、いろいろ添加するようなもの

ですね。 

それから、器具、容器包装、これも食品衛生法の対象です。食べるものそのものではな

くて、食べるものを包んでいるものも対象になっています。結局、パンとか包んでいる紙

がありますけど、プラスチックの袋がありますけど、あれに触れたらすごい有毒だったと

かだと困るわけです、それは。パン食べるわけですからね。当たり前ですよね。なので、

そういう、食品に直接触れるものは、それもちゃんと規制しておきましょう、管理しまし

ょうということで、それも対象になっています。器具と容器包装ですね。容器包装が包む

ものですね。まさに包むもの。器具というのは、箸とか鍋とか、そういうのが器具です。

食品を包んでないけど触れるものというのは器具です。器具は結構広いので、例えば、あ

そこにもありましたかね。コーヒーメーカーみたいな、自動販売機みたいなのがあります

ね。自動販売機は、実は飲食店の営業とかだったりするんですけど。ものによってはです

ね。自動で売るやつは、実は器具になっているものもあって、水の自動販売機とか、そう

いうのは器具扱いになっています。みんな飲食物に触れますからね。飲食物に触れるもの

は、あまねく器具か容器包装だというふうになっています。冷蔵庫も器具ですね。電子レ

ンジは触れないのかな、さすがに。容器入ってますからね。直接触れなければいいんです。

何らかの容器に包まれて、２次包装、外箱とかは別に容器包装にならないんですけど、直

接触れるものが器具、容器包装になっています。 

下はこれ、特殊なんですね。おもちゃ、洗浄剤。実はこれも食品衛生法対象になってい

ます。洗浄剤は分かりやすいですかね。野菜とか飲食器を洗うもの。野菜とかは、農薬付

いてる可能性あるとかで、洗剤で洗ったり。最近はあまり御家庭で洗うことはない気はし

ますが、洗ったりしていた時代もあるのかな。業務的には洗ったりすることもあるかもし

れない。そういう、やっぱり食品に触れるものですから、触れるものであって、かつ、ち

ょっと性質が違いますよね。全部、流すのが前提になってますからね。で、外側から触れ

るだけということで、これもちゃんと食品に関係するものということで、規制の対象にな

っています。 

で、おもちゃです。これが特殊ですね。おもちゃは何かと言うと、乳幼児で接触するの

で、なめちゃうかもしれない。乳幼児はなめちゃうかもしれないということで、おもちゃ、

実は食品衛生法として規制しています。全てのおもちゃじゃないです。６歳未満です。乳



 20 

幼児が接触するものだから、６歳未満向けというおもちゃだけ食品衛生法対象で、６歳を

超えてくるものは違うんですね。違う法律がまたあるんですけど、乳幼児用の６歳未満の

おもちゃは、実は食品衛生法で規制している。これは結構国際的には特殊で、日本ぐらい。

全世界は分からないですけど、欧米は少なくとも違ったりするので、結構特殊なルールだ

ったりするんですけど。ただ、そうすることで、食品と同じ監視体制。例えば、輸入する

ときに検疫所で見てくれるとか、そういう、食品と同じような監視体制で見てくれるので、

結構ちゃんと、お子さんの触れるものは安全であってほしいですからね。合理的なのかも

しれないですが、そうなっています。 

ちなみに、これはちょっとどうでもいい話になりますが、「おもちや」の「や」が大きく

なっているのは誤植ではなくて、法律上は大文字で書いてあるんですね。古い法律は小さ

い文字というものがなくて、古く作られた法律は全部、小さい文字が大きくなっているん

ですね。だから、小さい「っ」とかも、「あって」みたいに小さい「っ」を使うときでも、

全部「あつて」になっていたり、ちょっと読みづらかったりするんですけど、なのでこれ、

法律に準拠してこのまま書いていますが、誤植ではないと、おもちゃのことです。「おもち

や」と書いてあります。 

〔資料⑥、スライド 11〕 

というわけで、だらだらと話してしまっていますが、食品添加物についてということで、

まずそこから、規格基準の作り方と言いますか、考え方を御紹介していければと思います。 

添加物とは何かということを、このスライドで書いてありますね。表示されています。

もう添加物、食品のラベルにスラッシュがあって、この後ろ全部、添加物。いろいろ入っ

てますね。添加物、なんか危ないんじゃないかと思われる方もいるかもしれないですけど、

そんなことないよというお話をこれからするんですけど、添加物、食品に色や香りを加え

て、美味しく食べやすくしたり、腐りにくくしたりと、いろいろな目的に使われるんだよ

と書いてあります。そういうものなんですけど、やっぱり必要だから入っている。安全性

はちゃんと私どものほうで確認している。私どもと言うとちょっとあれですけど、関連す

る行政機関の皆さんで確認していたりするので、ぜひ安心して食べていただければと思い

ますが、食品添加物。腐りにくいというのは大事ですよね。腐りにくいというのは大事。

あと、色や香りも、美味しく見える方が食べやすいかなと思ったりもしますけど、そんな

に心配じゃないですけど、ちょっと御紹介していきますね。 

〔資料⑥、スライド 12〕 

「食品添加物は自由に使っていいの？」 これ、自由には使えないですね。「新しい食品

添加物が使われるようになる前には、審査が行われるんだ。消費者庁が使い方や使ってい

い量などを決め、そのときに食品安全委員会が安全かどうかを確認しているんだよ」とい

うことで、ちゃんと確認をしているということです。食品安全委員会の皆様がリスクを評

価して、消費者庁の方で規格などを作って、皆さんで確認して、安全なものだけ使えるよ

うにしているということです。どうやっているのかということは、この後御紹介していき

たいと思っています。 

〔資料⑥、スライド 13〕 

食品衛生法上の食品添加物とは、ということで、また法律を引用していますが、先ほど

ちょっとぐだぐだと申し上げた食品の定義と食品添加物の定義ということで、それに関連

する話でもあるんです。添加物、こういうふうに定義されていますね。 「添加物とは、食品

の製造過程において」、これ、先ほどちょっとお話したのと同じですね。云々かんぬんで、

添加するようなものがあります。これも、売っちゃいけない、人の健康を損なうおそれの

ない場合として内閣総理大臣が定める場合を除いては、売ってはいけないというふうに書

いてあって、ちょっと長いので、また良かったら読んでもらいたいと思いたいと思います

けれど、基本的に売っちゃいけないと。安全性が確認されていればいいですよと、そうい
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う形になっています。だから、個別に申請が必要なんです。添加物を個別に申請していた

だいて、安全性確認して、販売できると。指定されるとですね。内閣総理大臣が指定する

と販売できるということになっています。 「食品添加物は、有用性と安全性が実証 ・確認さ

れなければ、使用が認められないと。安全性を確認させていただいています。 

〔資料⑥、スライド 14〕 

どう確認するのかというのを、これからご紹介していきます。添加物の種類、これだけ

種類があります、今。指定添加物 476。だから、指定を受けなきゃいけない。指定を受けな

きゃいけないんですね。指定を受けないといけないので、指定を受けたものだけ使うこと

になっています。それが今、476品あります。 

既存添加物と呼ばれるものがあります。これは何かと言うと、この指定しなきゃいけな

いよという法律が平成 7 年にできたんですね。で、平成 7 年の法改正の前から使っていた

添加物というのがあるので、それ全部、いや、今まで使った添加物を使えなくなっちゃう

んですかって言うと困りますから、そういうのを既存添加物と言って、ずっと昔から使っ

ていたものですね。ずっと昔から使っていたものは、そのまま引き続き使えますと。やっ

ぱり、今まで食べてきたというのが一番のことですから、そういうのがあります。これは

327品あるということで、このぐらい。だいたい今、800ぐらいですかね。そのぐらいの添

加物が今、使えることになっています。 

その他に天然香料とか、一般飲食物添加物とか、これは天然の香料とかですね。こうい

うのがある。あと、その食品、飲食にも使うようなもの。イチゴジュースとか寒天とかで、

添加物としても使ったりするわけですけど、そういうものもありますよということなんで

すが、基本的には、この上の方がいわゆる添加物というのは、イメージとしては近いかな

と思いますね。 

〔資料⑥、スライド 15〕 

これ、評価するとき、どういう流れで評価するのかという指定の流れというのを書いて

いますが、まず、使いたいと言うのは会社の方がメインですね。会社の方、こういう添加

物を新しく使いたいんですけど、ということを言っていただくと、要請者と、要請してい

ただきます。要請していただくと、これまず、私ども消費者庁の方で受け取って、受け取

るのは私ども受け取るんですが、まず食品安全委員会さんに評価をしてもらいます。食品

安全委員会さん、これ、添加物、どのぐらい食べても大丈夫ですかねと。ADIと言うんです

けど、また出てきますが、ADIって言うんですけど、１日許容摂取量という、１日このぐら

いまでだったら食べても大丈夫。１日このぐらいまでだったら、一生食べても大丈夫って

いうのが ADI ですね。そういう ADI というのを決めてもらいます。１日このぐらい食べた

ら、一生食べても大丈夫なので、１日ぐらいちょっと超えちゃっても、翌日減らせば大丈

夫みたいな、そういうものだったりもする。まあ、ちょっとそれはどこまで言っていいか

分からない。ただ、食べ過ぎたら問題ですけど、まあまあ、でも、あくまで一生分なんで

す。それだけだと、一生食べても大丈夫というのが、ADIなので、よっぽど安全なんだなと

いう感じで見てもらったらいいなと思います。食品安全委員会さんに決めていただいて、

それをまた消費者庁の方で、その結果で議論して決めるということで、いろんな人が一緒

になって決めています。 

〔資料⑥、スライド 16〜18〕 

食品のリスクとは。これ、先ほど食品安全委員会さんのスライドに出てきました。これ

を一番とにかく覚えてほしいと思って、今日は 70分話しますけど、もう、とにかくこのス

ライドだけ覚えて帰ってほしいという、大変重要な考え方です。なかなか、僕も昔、誤解

してましたが、一般人というか、専門的な勉強をしないと分かりづらいところでもありま

すね。先ほども言ってましたが、そのハザードとリスク。ちょっと難しい言葉ですけど、

ハザードというのは有害性みたいな感じですかね。こういう毒性です、こういう、どのぐ
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らい危ないですよというのがハザードですね。食べるとちょっと具合悪くなりますという

のはハザード。で、摂取量。どのぐらい、それ、普段食べてますかと。で、リスクだとい

う。だから、単品で見て、たくさん食べたら毒性が出るらしいと。お腹痛くなるらしいと

かですね、なんか腎臓が悪くなるらしいとか、そういう物質があったとして、それは危な

い、それは食べてはいけないというふうに思うわけですが、量の問題なんですね。ちょっ

とだったら大丈夫なんです。ちょっとだったら、ちょっとぐらい大丈夫。それをこの図が

表しているわけです。多少語弊があるかもしれないですが、そういうふうに私は解釈を、

理解をしています。 

こっちを先に見せますが、ハザードが大きい、なんかすごい。でも、発がん性とかはち

ょっと問題ですけど、そうではない、何でしょう、回復性のあるという言い方すると分か

りやすいかもしれない。お腹痛くなるとか、ちょっと腎障害になる。でも、ちょっとやめ

たら治りますとかあるんですけど、でも、ちょっと具合悪くなりますというものがあった

として、なるべく食べたくないなと思うんですけど、ちょっとしか食べないんだったら大

丈夫なんです。ちょっとしか食べないんだったら大丈夫。摂取量がすごい小さかったら、

リスクとしては少ないわけです。そういうものなんですね。 

ちょっと戻りますと、すごい安全そうに見えるもの。ここで言いたいことは、そのハザ

ード、有害性が低いものですね。あんまり有害じゃないもの。食べてもお腹痛くなるとい

うのがいいのか分からないですけど、そんなに危なくないものでも、たくさん食べると危

ないよねと。そうするとリスクになっているんですね。やっぱり量の問題なんですね。そ

れは量の問題なんです。もう、それがとにかくこのスライドで言いたいことなわけです。 

どんなものでも、ちょっと危ないわけです。例えばよく言われますけど、皆さん、水。

水の致死量とか知っていますか、みたいな話があるんです。致死量じゃなかったかな。で

も、水たくさん飲むと体に良くないわけです。たくさん水飲み過ぎると、血中の塩化ナト

リウムの濃度が低下して、ちょっと薄まっていくんです。体が薄まっていくから、ちょっ

と機能が悪くなってきたりして、１日６ℓ （リットル）とかですね。ちょっと数字が正確で

はないですけど、たくさん飲むと水だって悪いわけです。水だって悪い。あと、よく言わ

れる食塩とかですね。塩化ナトリウム、食塩とかも、たくさん食べたら具合が悪くなりま

すよね。ある程度のたくさんというのをずっと続けると、ちょっと高血圧になっちゃうか

な。ちょっと最近は食塩と高血圧の関係も違うと言われたりしますが、なんか具合が悪く

なりそうだなとかもあるし、あとは、本当にしょっぱいのを我慢してたくさん食べたら、

それはそれで、１日ぐらいで体調が悪くなったりしちゃうわけです。でも、食塩必要なん

ですよ。体を維持するに必要なんですけど、でも、たくさん食べたら危ないと、もう、と

にかくそれです。そんなに、言うて食塩も、別に危ないというほどじゃないけど、すごい

たくさん食べたらリスクになりますよ、ということなんです。 

逆に、これも先ほど言ったとおりで、すごい危ないものでも、ちょっとだったら大丈夫

なんです。いくらでもあります。普通に皆さん食べているものの食品の中には、発がん性

があるようなものとか、おこげとかね、おこげとか発がん性があるんですけど、あるよう

なものいっぱいあるんですけど、ちょっとしか食べないですから。ちょっとしか食べない

から、まあ大丈夫なんですね。先ほど申し上げましたけど、いろんな食品をバランスよく

食べることが最も大事で、ちょっとだったら大丈夫。で、どんなものでもたくさん食べた

ら危ないですよというような考え方があります。だから、このハザードと摂取量っていう、

この２つを掛け合わせて、じゃあ、このぐらいの危なさのものはどのぐらい食べていいの

かというのを計算しなきゃいけない。で、計算していく、それをやっているのがリスク評

価というところなんですけど、危ないから一切なしにしようって、そういうことではなく

て、ちょっとぐらいだったら大丈夫ですし、じゃあ、どこまでいいの？っていうのをちゃ

んと科学的に調べていきましょうっていうのをやっている。それに基づいて基準値を作っ
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ています。とにかく、このスライドだけ覚えていただいたらいいなというふうに思います

が、もう少しその詳細を御紹介していきます。 

〔資料⑥、スライド 19〕 

ハザードの特性評価と、難しいこと書いてありますが、これも先ほど食品安全委員会さ

んが御紹介されていたところなんですけど、これもまさに今申し上げた。横軸は摂取量と

書いてますね。健康への影響が、上の方に行くと影響がありますと。たくさん食べると影

響が大きいんです。たくさん食べ過ぎると、死亡となっていますが、最悪そうなってしま

うというようなものです。 

この量を抑えたいと。そうすると、このあたりですね。ちょうどこのあたりぐらいまで

来たら、影響なさそうという感じですよね。微妙にこのぐらいから、ちょっと値が小さく

なってきている。もうほぼ０みたいな感じで、ほぼ０になったところが安全。これ、無毒

性量と言っています。無毒性、毒性ないですよっていう値ですね。さらにここから、念の

ためここまで下げています。ここぴったりだと、ちょっと怖いですよね。ぴったりだとち

ょっと怖いんですよ。ちょっと超えたらもう危ないかもしれないって、それでもバランス

よく食べていれば大丈夫なんですけど、でも、一応ぴったりだと念のため怖いので、さら

にここから 100倍ぐらい小さくしています。それを、ADIと呼んでいるんですけど、そうい

う計算の仕方をして、安全係数と言うんですけど、すごい安全な感じで、念のため、念の

ため小さくしていくということをやっています。そういう計算の仕方をして、実際の数値

基準というのを決めながら、食品添加物という。ちなみに、食品添加物に限らずどんなも

のもそうなんですけど、添加物というのはこうやって審査をしているということになって

います。 

〔資料⑥、スライド 20〕 

安全性確保の取組ということで、基準を策定するとか、あと、摂取実態の把握。マーケ

ットバスケット。これ、先ほどちょっとお話しましたが、スーパーマーケットに行って、

実際買ってきて、どのくらい取ってるかなとかの調査したりもしています。 

〔資料⑥、スライド 21〕 

規格基準。そういう規格基準を策定して、その測った、どのぐらいまでだったら食べて

いいよという数字に基づいて、実際どのぐらい入っていいですというのを決めてますとい

うことなんですけど、これ、具体例ですね。実際どういう規格画基準があるのかというの

を、一例お示ししています。 

〔資料⑥、スライド 22〕 

安息香酸。安息香酸って、有機化学とかもし勉強されている方は、あの物質ねってイメ

ージつくかもしれない。ベンゼン環にカルボン酸が 1 個くっついたやつなんですけど、そ

ういう添加物があります。これは、使用基準がここに書いてあるんですけど、「キャビア、

マーガリン、清涼飲料水、シロップ、醤油以外の食品に使用してはならない」になってい

ますね。だから、使っていい食品を決めていますね。こういう食品だけ使いましょうと。

これは使っちゃだめですと。キャビアは、なんでキャビアなんでしょうね。マーガリン。

清涼飲料水というのは広いです。基本、水っぽいやつという感じですかね。そういうのに

使っていい。この辺は使っていいんですね。他は使っちゃいけませんと。 

で、使っていいやつにはどのぐらい使っていいのかというのを書いています。それが先

ほど言った、１日どのぐらい食べていいという、食品安全委員会さんのリスク評価に基づ

いて、そのぐらい食べていいんだったら、じゃあキャビアはこれぐらいかな。キャビアな

んか私、食べたこともないですけど、平均的な摂取量から出すんですけど、平均とは何ぞ

やという話ですけど、一応計算して出すわけですね。このぐらいかなと。マーガリン。マ

ーガリンは多少食べますけど、このぐらいかなということで、各食品ごとに入っていい量

というのを決めていく。こういうようなものを、使用基準ということで基準を定めていま
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す。こういう感じで添加物の基準というのを定めているわけです。 

これがフルで入っていたとしても、さっきの図で言うと、ここですよ。ここになるわけ

です。フル、フルで入ったのを食べてこのぐらいなんです。これだけ差があるので、まあ

大丈夫かなと。分からないですけどね。いろんなものがありますから。ただ、そのぐらい

の安全係数と言いますか、許容幅と言いますか、安全係数を掛けているというようなイメ

ージを持っていただくといいかなと思います。 

〔資料⑥、スライド 23〕 

で、摂取実態というのを調べています。マーケットバスケット方式。先ほど申し上げた、

スーパーに行って実際食品を買ってきて、調べています。どのぐらいの添加物が、添加物

が食品の中にどれぐらい入っているかというのを調べています。調査しています。毎年こ

れ、やっているんですけど、例年やっています。実際、既に基準のあるものは、基準値超

えてないかなというのを見たりもするんですけど、いろんな参考に出しています。そうい

う形で、食品添加物、この中にはいらっしゃらないかも分からないですが、食べるの心配

かなという方もいらっしゃるかもしれませんが、こういうような評価をして使われている

というふうに知っていただいた上で、また考えていただくとありがたいかなという気はし

ています。 

〔資料⑥、スライド 27〕 

農薬ですね。農薬も同様に、危ないんじゃないかと思われがちだと思います。まず、農

薬とは何かということを御紹介していきます。これ、実は MAFFと書いていて、農林水産省

さんのスライドなんですけど、大変分かりやすいので使わせていただいているんですけど、

農作物が作られる環境とは。農作物は、人の手が加わった環境で栽培されます。自然環境

ではありませんと。自然環境じゃないので、ちょっと異常な環境なんですね。１カ所で大

量の作物を大量に作りますという。特殊なので、虫とか発生すると広がりやすいし、雑草

とかにも弱いという、自然とは違う条件ですという、ちょっと特殊なものだということで

す。 

〔資料⑥、スライド 28〕 

なので、そういう農作物、皆さん、お米たくさん食べたいですから、ちゃんと育てるた

めにはいろんな工夫が要るわけです。いろんな対策しますが、病気にかかりにくい品種を

利用する。それから、物理的に、ネットとかを掛けてみたり、あと、天敵になるような、

カニとか入れておくといいみたいな話を聞いたりしたことある。ちょっと分からないです

けど。すみません。詳しくないから分からないですけど、この辺は。いろいろな対策ある

ので、そのうちの１つとして、農薬というのを使うというのがある。農業をやる上で、い

ろんな対策をするうちの１つに農薬がありますよと、そういうことですね。駆除方法の１

つですということです。 

〔資料⑥、スライド 29〕 

農薬というのは、農作物を栽培するときに生育を促進したり、云々したりするというも

のですということです。 

〔資料⑥、スライド 30〕 

いろんな農薬があります。殺虫剤、殺菌剤、除草剤とか、いろんな種類があるわけです。

なので、そういうのを、いろんなものを組み合わせて、必要なものを使って、農作物がた

くさんできるようにしているということです。 

〔資料⑥、スライド 31〕 

なぜ農薬を使うのか。繰り返し申し上げたとおりですけど、より良いものを作るという

ことに尽きるわけですが、病害虫の被害から保護する、品質・収穫量確保。手作業よりも、

雑草防除に関する労働力低減。簡単ですよね、ということですかね。あと、かび毒のリス

ク軽減。こういうのもあるわけですね。かびってやっぱり毒を吐くものですから、かびち
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ゃったりすると、もしかしたら、そのかびから毒性のある物質が出ちゃったりもするので、

かびさせないというのが大事ですね。そのためにも農薬というのは必要だったりしますね。

品質の良い農作物を、効率よく安定して生産し、なるべくコストを抑え市場に供給するた

めに、農薬は必要ですということです。やっぱり必要性はある。あると便利だからですね。 

〔資料⑥、スライド 32、33〕 

農薬を使わないと、虫が出ちゃったり、みんな病気になって収穫量が減っちゃったりと

か。赤かび。かびとかが生えると、やっぱり食べた人の健康にも影響があるということで、

使わないことへのリスクもありますよということと、農薬使わないと、収穫量も下がりま

すね。使った方がたくさんできますということで、便利なんですよということを、たくさ

んお示ししてますね。 

〔資料⑥、スライド 34〕 

労働時間も減りますと。農薬使うと便利ですね。手作業で雑草抜いてると大変、腰も痛

くなるということで、農薬使って一気にやりましょうということ、商品の値段にも跳ね返

っていますよということであります。 

〔資料⑥、スライド 35〕 

ただ、だからと言って何でも使っていいというわけではないので、安全な農薬を使いま

しょうと。農薬は必要なんです。農薬使わないとなかなか大変なんですけど、安全なもの

を使っていきましょうということで、そこを規制するわけです。 

〔資料⑥、スライド 36〕 

なので、農薬、安全性確保するために、農薬登録制度というのがあって、これも、だか

ら事前に登録された農薬しか使えないわけです。さっきの添加物と同じですね。１個１個

審査をして、安全性を確認するということをやっています。農薬についてもやっています。 

〔資料⑥、スライド 37〕 

農薬の審査、何をしているかと言うと、３つの観点でやります。ここは食品安全の話な

ので、農薬が使用された農産物。食品、野菜ですよね。野菜、それ、農薬残ってないかな、

大丈夫かなというのを調べるのが、食べた私大丈夫？ その野菜食べて大丈夫？ という

のが１つの観点。これだけじゃないですね。これだけじゃない。１つは、農薬を使う人に

とって安全ですかというのも確認します。農作業する人。農薬だって、農薬メーカーさん

が売っているわけですから、農作業する人は、きっとそれは安全だろうと思って使うわけ

ですから、農薬をバーッと散布して、口から入っちゃったり、肌に触れたりして、それ大

丈夫なの？という、そういう観点もあるわけです。農薬を使用する人、安全ですかと。あ

と、一応環境中ですね。農薬使って、農作物は生きてるけど、周りの生態系が壊滅しまし

た、だと困っちゃいますから、そんなことはないと。で、残留性ですね。それが残らない

よね、みたいなこともちゃんと確認して、環境への影響もないか、この３つの観点で登録

の審査をしています。 

〔資料⑥、スライド 38〕 

品質、薬効・薬害ということで、ちゃんと作ってますかとか、薬効。農薬、ちゃんと効

きますかということ、そういうことも考えて審査の対象になっています。 

〔資料⑥、スライド 39〕 

農薬も、やっぱり古いものたくさんあります。古くから使われてきた歴史的なものもあ

りますので、再評価ということで、既に登録されているものも、本当に大丈夫ですかとい

うのを、定期的にやることにしています。再評価、これも 2021年から進めている取り組み

ですが、既に登録されたから、定期的に見直していきましょうということもやっています。 

〔資料⑥、スライド 40〕 

農薬の登録、どうやって進んでいくのか。これ、先ほど申し上げましたが、３つの観点

あるので、食品と、使う人、農家さんと、あと環境中。なので、それぞれ担当する省庁が
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違いますから、それぞれで見ます。農家さんとかの影響は農林水産省さんですね。環境へ

の影響は環境省さん。で、人への影響。農薬を使った食品の食べたときの影響は、これは

消費者庁、私どもの方で基準値を見ています。なので、農薬登録したいですという人がい

たら、受付は農林水産省さんでやっていただいているんですけど、３省庁、それぞれの観

点での審査をして、皆さんいいですよとなったら登録されるという、そんな仕組みになっ

ています。これ、順番に見ていったら大変ですから、時間がかかってしょうがないので、

並行してやりますということになっています。その過程で食品安全委員会さんが、食品健

康影響評価というのを行います。結局、だから、食品から取ろうと、農薬を散布している

ときに口から取ろうと、人への農薬の影響という意味では同じですから、そこは共通して

リスク評価ということです。その農薬ってどのぐらい有害なの、というのを見るのは食品

安全委員会さんが見ている、評価してくれるということになっています。 

〔資料⑥、スライド 41〕 

リスク管理、必要ですと。それは必要ですよね。農薬、便利なんですけど、人の健康に

影響することもあるので、ちゃんとリスク管理しましょう。だから、どれぐらい有害かと

いうのを調べましょうということですね。 

〔資料⑥、スライド 42〕 

残留農薬。いろんな残留の仕方ありますよね。農作物、食品の表面に付着したり、表面

じゃないかもしれない、作っている最中に使ってますから、食品の中に吸収されてるかも

しれませんから、そういうもの、どのぐらい残っているかなという、そういうことも考慮

しながら、リスクの評価をしていきます。 

〔資料⑥、スライド 43〕 

農薬基準値、あります。全ての農薬、一応基準というのを定めることになっています。

基本はこれですね。残留基準が定められている農薬とあるんですけど、農薬１個申請され

ると、残留基準、食品ごとにです。これ、食品ごとに、ニンジン、キャベツ、白菜、リン

ゴ、それぞれどのぐらい残っていいですよというのを、定めるのもすごいことですけど、

残留基準を食品ごとに定めます。これは基本です。 

ただ、定めてないものもあります。定めてないものはどれだけ使ってもいいのかと言う

とそうではなくて、定めてないものでも、基本的には一律基準ですね、0.01ppm （ピーピー

エム）、これ、すごい少ない濃度です。すごい少ない濃度なんですけど、この 0.01ppm、食

品 1kg （キログラム）に 0.01mgが含まれるぐらいということで。すごい少ない、なかなか

検査するのも大変なぐらいなんですけど。だから、個別に定めている場合はこのぐらい入

ってていいんですよとなるんですけど、ない場合は全て、この 0.01ppm を超えちゃいけな

いとなっているので、どのぐらい入ってても大丈夫ということはあり得ないです。全ての

農薬に法律の網がかかっているということになっています。ただ、一方、明らかにこれは

例外でもいいよというものは、それは一つ一つ指定しており、カリウムとか、カルシウム

とか、人の体に入っているものですね。こういうようなものは、この一律基準の対象にも

ならないので、これは使っていいよということになるんですけど、基本的には全ての農薬

が規制の対象になっているというふうにご理解いただければいいかなと思います。 

〔資料⑥、スライド 44〕 

残留基準値を設定するわけですけれども、それも先ほどの添加物とそんなに変わらない

ですね。どのぐらい食べても人は安全なんだろうかということを調べた上で、食品にこの

ぐらい残ると、どのぐらい食べることになるだろうかということを考えていくと、そうい

うイメージで決めていきます。ちょっと細かいのは飛ばしますけど、そういう形で決めて

いきます。 

〔資料⑥、スライド 45〕 

こっちの方が分かりやすいかな。農薬の残留基準の設定ということで、食品中に残留す
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ることが許される農薬の限度量。どのぐらい残っていても大丈夫ですよと。だから、ニン

ジンには 0.1ppm入って、キャベツには 0.05ppm入っていると。このぐらい入っているニン

ジンとキャベツは、普通に食べても健康に影響がないですよと。そういう量に設定するわ

けです。 

〔資料⑥、スライド 46〕 

ちなみに、農薬の場合は、限度値から決めてないですね。これ、難しい話になりますが、

限度値から決めてないんです。限度値からと言うよりも、普通にこの農薬を使ったら、ど

のぐらい残るのかという考え方で決めています。だから、残留農薬なんです。ニンジンに

この農薬普通に使ったら、0.01ppmぐらいしか残りませんよと。多くても 0.1か 0.01ppmし

か残りません。キャベツだと、多くても 0.05ppm しか残りません。じゃあ、その基準値に

しましょうという方法で決めています。 

だから、残留基準値ってここで決めるんです。農薬も使い方によって残り方が違います

から、使い方によって違うので、いろんな使い方を見てみて、だいたいこのぐらいの分布

になりますと。農薬が定められた使用方法で使用された場合の残留濃度がこれぐらいかな

と。実測値があったりするんですけど、実測の値がこれぐらいということで、統計学的手

法を用いて多くてもこのぐらいでしょうと。このぐらいしか残らない、じゃあ、その値に

します、その値が基準です、それ以上のものは流通しないようにしましょうという形で決

めています。 

そうすると、残留濃度で決めるものだから、本当にこれって健康に安全なの、というふ

うに疑問に思われるかもしれませんが、これを決めたときに、健康への影響というのはど

のぐらいあるのというのを確認します。で、いったんこの数字を推定した上で、健康への

影響を示す ADI を下回っているというのを確認して決めているんです。それが農薬の世界

共通の考え方。だから、健康への影響から先に決めていないんですね。 

さっきの食品添加物の場合は、これ以上食べると危ないと想定される量に、安全係数を

かけて、基準を決めているんですけど、農薬の場合は、農薬を定められた使用方法で使用

した場合に残留した量というところから基準を設定しているので、いずれにしても基準を

ちょっと超えたとしても、すぐに健康に影響が出るというわけではないと、そういう数字

になっています。 

〔資料⑥、スライド 47〕 

農薬の使用が想定される、これは使用が想定される食品だけですから、使用が想定され

ない食品は、先ほど説明した一律基準の 0.01ppmという値を適用しています。 

〔資料⑥、スライド 48〕 

そのどのぐらい有害かということについて、先ほどから、一生食べても大丈夫というの

を ADI と言っているんですけど、２つあって、一生食べても大丈夫というのと、これだけ

食べると１日でもだめだよねという、そういう値があって、これは急性の方ですね。これ、

24時間とか１日ぐらいですね。１日当たりこれだけ食べたら危ないという量と、一生食べ

ると危ないという量は違うので、この両方の数字を見ながらリスクの管理というのをして

います。 

〔資料⑥、スライド 49〜52〕 

これまた再掲とありますが、今日はこれだけ覚えて帰っていただければいいので、何度

も何度もお見せしていきたいと思いますが、とにかく摂取量が問題です。物質の有害性だ

けではない、それをどのぐらい取るかというのが大事なので、ちょっとだったら大丈夫と

いうものがありますから、その兼ね合いで、これ危ないのかなというイメージを持ってい

ただくといいかなと思います。 

〔資料⑥、スライド 53〕 

長期暴露評価ということで、似たようなスライドが続いていますが、ADI、一生食べても
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大丈夫な量が ADI ですね。この ADI は重要なので何度も、ぜひよかったら今日覚えていっ

ていただけたらと思います。僕らとか仕事をしていて、毎日 ADI という言葉を口にするん

ですけど、TDI だったりするんですけど、そのぐらいずっと使っている基本的な概念の数

字ですね。ADI、ADIとよく唱えております。１日、一生涯食べても大丈夫な量が ADIです

ね。 

〔資料⑥、スライド 54〕 

その一生涯食べても大丈夫な量以下になっているもの、各食品から農薬の摂取量が、こ

の ADI、一生食べても大丈夫な量よりも下回っているということを確認して、基準値とい

うのを設定します。基準はだから、ここなんですね、設定するのは。ここじゃないんです。

基準値、ここで設定すると思うんですけど、ここじゃなくて、実はここで設定しているん

です。 

〔資料⑥、スライド 55〕 

いろんな食品ありますので、いろんな食品の合計がこれを超えない。これは１日当たり

の方ですけど、１日当たりというのは 24時間。一生涯ではなくて、１日でもこれだけ食べ

ちゃだめという量です。そっちも超えないと、両方確認してやっています。 

〔資料⑥、スライド 56〕 

先ほど言ったマーケットバスケット方式。添加物もマーケットバスケット調査、スーパ

ーマーケット行って、食品を買って、どのぐらい入っているか調べてますけど、同じく農

薬についてもそういう調査をしておりますので、基準を定めて、守られているかどうかと

いうことも確認するというようなことをやっているということであります。ここまでが添

加物と農薬のお話をさせていただいたところです。 

〔資料⑥、スライド 58〕 

ここから、その他の情報提供ということで、最近の話題になっているようなもののお話

をさせていただければと思います。 

まず PFAS （ピーファス）ですね。PFASって聞いたことありますかね。私、消費者庁の食

品衛生基準審査にいて、PFASの担当しているんですけど、PFASの担当というのがあるんで

すけど、私の担当は PFASなんですけど、知り合いの、仕事と関係ないお友達とかに「PFAS

って知ってる？」と言うと、 「何それ」みたいな人も中にはいて、意外と知らない人もいる

んだなって思ったりもしたんですけど、知ってる人は知っています。全ての国民が知って

いるわけでもなさそうですが、PFASというのがあります。 

何かと言うと、PFASというのは有機フッ素化合物の総称ということで、いろんな種類あ

るんですけど、便利なものとして使っていたんですね。撥水性と撥油性がありますと。水

もはじくし、油もはじきますということなので、例えば消火剤、プラスチックの表面処理。

表面処理というのは、紙で食品包むようなものですかね。脂っこい食品を包むのに、ただ

の紙だとすぐべちゃべちゃとなっちゃうわけですけど、表面をこういう PFASとか特殊なも

のでコーティングすると、つるつるになって、油も染みません、水も染みませんという、

すごい便利なものだということで使われていた。いた、ですね。過去形です、これ。もの

によりますけど、このうち一部のものは、今は使っていないと。あと、消火剤とか、火が

燃えにくいので、火を消すのに使ったりと、そういういろんなものに使われてきました。 

この PFASと呼ばれるもののうち、PFOS、PFOA、PFHxSとか、これは炭素の長さによって

名前が違うんですが、こういうものについては、今は禁止されています。使用が禁止され

ています。製造と輸入が禁止されています。なので、食品衛生法上も、例えば器具とか容

器とかに使うときは禁止されています。新たに作るのは禁止なんですね。昔は便利だから

たくさん作っていたんですけど、環境に残るとか、なかなか分解されないから便利だった

んですけど、分解されずに環境中に出ちゃったものが、残ってしまうということがあって、

その有害性というのも一部指摘されていたりするので、今はもう製造は禁止になっている
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ので、新たに作るということはないんですけど、昔作ったのが環境中に残ってるみたいな、

そういうものがあって、例えば水道水に入ってるんじゃないかとか、そういう話が出てく

るわけで、そういう物質です。 

〔資料⑥、スライド 59〕 

これについて着目され始めたのが、使われて、有害性を指摘されて、使われなくなった

というものなんですけど、ちゃんと管理をしていかなきゃいけないということで、そうい

った、PFAS、どのぐらい食品に残っていても大丈夫だろうかという議論が、最近始まって

います。最近の動きとしてそれがあります。これは世界的に、最近それが行われています。 

米国とか欧州とか、海外でも規制値が徐々に作られてきているんですが、日本におきま

しても、まずリスク評価ですね、食品安全委員会さんの方でして、だいたいこのぐらいだ

ったら食べてもいいよという量が出ました。これ、20ng/kg/日（ナノグラムパーキログラ

ム）と、１日このぐらいですね。１kg当たり、20ng （ナノグラム）ぐらいだったら、食べ

ても、一生涯食べ続けても大丈夫ですという量ですというのを、TDI。ADIとほぼ同じなん

ですけど、意味合いは同じなんですけど、ちょっと使う領域で言葉が違うんですが、TDIと

か ADIと言うんですけど、TDIという形で設定がされています。 

これ、令和６年。もう２年前、１年半前ぐらいに、そのリスク評価が行われました。20ng

ですよ、このぐらいを目安に、目安というか、これを目安としてリスク管理してください

ねということで、食品安全委員会さんが公表しました。先ほどの、連携している各省庁に

言われたんですね。ちゃんとやってくださいと。なので、関係省庁、リスク管理機関とし

ては、リスク管理をちゃんとしないとということで、リスク管理、どうやって管理してい

こうというのを考え始めたわけです。 

〔資料⑥、スライド 60〕 

まずやったのが水道です。水道は、水は毎日飲みますから大事だと。世界的には、やっ

ぱり水の基準が一番作られているんですね。食べる方の食品を作っているのは欧州ぐらい

なので、やっぱり水の方が動きが早かったということで。もともと水道水の中では、法律

に基づく基準値ではないんですが、目安として 50で管理されていたんですけど、それをち

ゃんと、今回食品安全委員会さんのリスク評価も終わって、正式に 20という数字が出まし

たので、ちゃんとその数字を基準にしましょうということで、20に基づく数字として、こ

れが基準値になりました。だから、水道水は厳しくなったんですね。もともと、ある種自

主的にやっていたようなものが、ちゃんと法令に基づいて、違反すると罰則が付く形にな

ったのが、最近の話。これ、去年の６月の話です。去年の６月に水道水の基準が変わりま

した。数字は変わってないんです。 

〔資料⑥、スライド 61、62〕 

水道水の担当は環境省さんなんですね。で、ミネラルウォーターの担当が消費者庁にな

るわけです。だから、ミネラルウォーター、水道水みたいなものじゃないかということな

ので、ミネラルウォーターの基準を消費者庁で作りました。これも同じです。同時に作り

ました。だから、去年の６月のことです。ミネラルウォーター、いろいろ書いていますが、

水道水の代替として摂取されるということなので、水道水の基準作るんだったら、ミネラ

ルウォーターも当然同じぐらいの値で守ってもらわないといけないので、同じく基準を作

りましたと、そういう話になっております。 

50ng。これ、元の１日当たり 20ng。１kg当たり 1日 20だとすると、だいたい人って 50kg

だよね。日本人平均そのぐらい。で、２ℓ、１日飲みますか、水。で、水由来で 10％。最初

の方で話しました、だいたい水由来って 10％ぐらいだよねというのを加味すると、この数

値になるということなんですけど、こういう前提で基準値というのを決めていますという

ことですね。 

なので、PFASという名前も聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですし、ニュ
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ースとかで、井戸水からたくさん出ました、この水は飲まないでくださいというようなニ

ュースがあったりもしますが、こういう形で基準値設定して、これはちゃんと下げていく。

活性炭で水を処理すると基本的に取り除けるということなので、検査をして、ちょっと多

いということが分かったら、そういう取り除く措置を取って、適切に対応していただくと

いうことかなというふうに思っています。 

〔資料⑥、スライド 63〕 

もう１つ、話題提供ということなんですが、いわゆる健康食品についてということです。

これも、行政的には最近検討を進めているものであります。 

健康食品の最近の話題と言うと、皆さん覚えていらっしゃる方もいるかもしれないです

が、小林製薬の製品の事案というのがありまして、一部の健康食品と言われる、サプリメ

ントのようなものによる健康被害というのがありました。これは２年前の３月ぐらいにち

ょうど話題になったんですが、そういうのもありまして、サプリメントとか健康食品、危

ないんじゃないか、ちゃんと規制した方がいいんじゃないかという、規制のあり方を検討

していこうということになっています。 

健康食品って、皆さんいろんな名前があってよく分からないなと思っているんじゃない

かと思うんですけど、ここに図があるんですけど、特定保健用食品、これはトクホと呼ば

れている特定保健用食品。あと、機能性表示食品。何が違うんでしょうね。ここも昔は分

からなかったんです。あと、栄養機能食品あるんですけど、基本的にこの３つなんです。

この３つ以外は、何か名前付いていても、何かの造語みたいなものなので気にしないでく

ださいと。その他があるんですよ。これ、法律上は今まだないんです。法律上は特になく

て、とにかく今、法律であるのはこの３つなんです。 

ちなみに、この３つの違いは何かと言うと、トクホは個別に審査が必要。許可を与えて

います。個別の製品ごとに許可が必要。なので、一番厳しいです。機能性表示食品という

のは、届出制になっているので、こうやって売りたいですというのを届け出れば売れます

ということになっています。そうは言っても、届出されたものの内容を確認するので、内

容がおかしかったらちゃんと指導するので、何でもかんでも売っていいというわけではな

いですけど、ちゃんと基準を満たしているものについては、届出したら売れるので、トク

ホよりはちょっとハードルが下がったというのが機能性表示食品というイメージですね。

栄養機能食品というのは、どういう栄養素が入ってますよというのを説明するものなので、

どういう機能がありますよということよりも、どういう栄養素が入ってますよと書くので、

もうちょっと客観的な、物質的な感じのもの。これは自己認証制なので、各自で担当して

いるというものなんですが、この３つしかないです。他の、何かあるんですよ。健康補助

食品とか、私もこの前もらったんですけど、四角枠で、健康補助食品とか書いてあったり

するんですけど、そういう名前は法律上なくて、販売される方が自分で付けられてるんで

すけど、そういう感じになっています。だから、すごい複雑だと思われるかもしれないで

すが、こうやって見ると意外とシンプルかもしれないです。これ、３つあります。これ以

外は特にないですと。で、この３つになるためには、審査が必要だったり、届出が必要だ

ったりします。それだけの話ではあるんですけど、そういうのが健康食品で、今の法律の

規制になっています。 

〔資料⑥、スライド 64〕 

健康食品、危ないんじゃないか、大丈夫ですかということが気になる方が、もしかした

らいるかもしれないですが、一応その安全性という意味では、右の方。この辺は個別に審

査してますから、当然あれなんですけど、確認するところは確認してるんですけど、そう

じゃないやつについても、こっちも含めて、一応それはちゃんと、サプリメントとして錠

剤とかカプセル剤になるのであれば、ちゃんと作ってくださいということで、品質の確保

に関するガイドラインみたいなものを出してます。だから、法律に基づく、直接、これを
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破ったから罰則があるとか、そういうものではないんですけど、そういう形でちゃんと作

りましょう。 

カプセル剤とかはやっぱり丸飲みするので、リスクが分かりづらいところがあるんです

ね。あと、濃縮されていたりして、もし悪いものが入っていると、たくさん入っちゃう可

能性があるとか、たくさん食べちゃうおそれがあるとか、一般の食品と、ちょっとやっぱ

り性質が違うわけです。錠剤ですからね。食品という感じじゃないですよね。バナナとか

あってもたくさん食べない。普通の食品はたくさん食べないですし、たくさん食べても、

例えば腐ってたりしたら分かるわけです。食べたらね。普通の食品は。味を感じるわけで

すから、腐ってるな、食べちゃだめだってなるんですけど、錠剤になってると分からない。

飲み込んじゃうから分からないので、それはちょっと、なかなか消費者側のリスクも分か

らないので、ちゃんと作りましょう。作るときにちゃんと確認して、おかしいものを出さ

ないようにしてくださいという形で、これまで事業者の方でも自主的にやってきたと、そ

ういう感じですね。健康食品。だから、より一層、普通の食品と比べると、特殊性に鑑み

て管理をしているというような世界の話です。 

ただ、これはずっと昔からやってきたんですけど、そういった中で２年前の事案もあり

ましたので、今、改めて何が必要かというのを検討しているというのが、まさに今の状況

ですね。２月５日にもちょうどその会議をしていまして、目下検討しているという状況で

す。 

それから、健康食品、やっぱり何か有害事象があったら、それをちゃんと報告してくだ

さいとか、あと、危ない、気をつけて摂取してくださいねというのは、リスクコミュニケ

ーション、この場もまさにそうかもしれないですが、ちゃんと適正に使いましょうという

ことと、コミュニケーションさせてもらっています。多分、お配りしている資料の中にも、

健康食品に関するパンフレットあると思いますので、もしよかったらお読みいただいたら

と思います。 

〔資料⑥、スライド 65〕 

有害事象とかをホームページに載せたりもしているので、安全性、有効性情報というこ

とで、気になるものがあったりしたら、こういうホームページ見ていただいて、お調べい

ただいてもいいかなと思ったりします。 

〔資料⑥、スライド 66、67〕 

あと、解説動画ということで、健康食品、『ちょっと待って！ 健康志向の康子さん』と

いうことで、元気に解説してくれてますので、こういった動画なども、もしよろしかった

ら見ていただいたらと思います。Q&Aとかも作成しています。 

〔資料⑥、スライド 50〕 

健康食品、何でも食べればいいというものではないと。先ほど言いましたが、たくさん

食べると害なんですね。まさに思い出していただきたいのはこの図です。どんなものでも、

たくさん食べるとリスクになるんですね。健康食品ってまさにそうなんです。錠剤とかカ

プセル剤になっちゃうと、どれだけ入ってるか分からないんですよ。これまで食べてきた

もの、これまでの食事と考えると、圧倒的にたくさんの量を一気に取ってしまうかもしれ

ないのが、錠剤とかカプセル剤なので、ちょっと怖いですよね、そういう意味ではね。普

通の食事って、そんなに過剰摂取することもないと思いますけど、ああいう錠剤とかカプ

セル剤の形態になってしまうと、気付かず食べちゃうということもあって、それがどんな

に安全だとしても、たくさん食べたらそれはリスクになってしまうという、まさにこの図

のことなので、なので、やっぱりああいう形態をしたもの。錠剤とか、そういう健康食品、

何でもたくさん食べたらいいということではなく、ちゃんと量を守って食べていただくの

が大事ですので、そういうことを、もしよかったら覚えて帰っていただいたらありがたい

なと思います。 
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〔資料⑥、スライド 67〕 

その辺が Q&A に書いてありますので、ぜひよかったらこれも読んでいただいて、全部、

必ず、何でもたくさん食べればいいんじゃないということだけ覚えていただいたらいいん

ですけど、いろいろ書いてありますので、よかったらお読みください。以上になります。

長い間ありがとうございました。 

 

○司会（アナウンサー・粟津） 荒川専門官、ありがとうございました。ではここで、お

よそ 10分ほどの休憩とさせていただきます。再開はこの後、15 時 40分ごろとさせていた

だきます。それまでにお席にお戻りください。ここから休憩とさせていただきます。再開

は 15時 40分ごろを予定しております。それでは、休憩といたします。 

 

（休憩） 

 

○司会（アナウンサー・粟津） では、お時間となりましたので、再開いたします。では、

質疑応答に移ってまいります。ここからの進行は、消費者庁消費者安全課の松井室長にお

任せしたいと思います。それでは松井室長、お願いいたします。 

 

○松井（消費者庁） 本日は、現地参加の皆様方におかれましては、足元の悪い中お集ま

りいただきありがとうございます。また、オンライン参加の方も多数御参加いただきあり

がとうございます。私、今回コーディネーターを務めさせていただきます、消費者庁消費

者安全課、松井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本来であれば、当日の質

問も受け付けると、非常に話として盛り上がるのかもしれないですが、いかんせんオンラ

インの受講されている方が非常に多く、当日質問を受け付けると、それだけでかなりの時

間を要してしまうような形になってしまいますので、事前に御質問の方を受け付けさせて

いただきまして、その御質問の内容について、今回参加していただいている関係省庁から

ご回答差し上げられればと思っております。まず、私の方から御質問の内容をお話させて

いただきますので、それに対して関係省庁の方から順番に回答をしていただければという

ふうに考えております。 

まず１つ目でございますが、残留農薬。先ほど消費者庁の食品衛生基準審査課の方から

お話ありましたけれども、残留農薬に関する質問が来ています。内容としましては、 「日本

の食品安全基準の考え方は、旧来より ADI を設定し、基準値以下ならば使用、残留を認め

るとしているが、EU は予防原則を重視している。このため EU は、科学的に安全と断定で

きない場合は、原則使用禁止としている。さらに、発がん性、内分泌かく乱物質、かく乱

作用の疑いがあれば、低濃度でも使用禁止としている。この辺りの考え方の違い、取り組

みの違いが、日本の安全管理は緩い、古い安全思想に依存しているといった評価になって

いると思われる。実際に EU、北米では、高毒性、環境残留性の高い農薬を禁止しているた

め、禁止された農薬メーカーは使用可能な国に市場を移している。日本はその一部をいま

だ登録、使用可能としている。特にネオニコチノイド系農薬、一部の殺菌剤、殺虫剤、内

分泌かく乱作用が疑われる物質など、EUでは使えない農薬が、日本では合法というケース

がある。健康・環境面での影響が十分に解明されていないままに使用を認めている状況が

あると考えられるが、速やかに予防原則の立場で安全性評価を行う方向で改善すべきと考

えるがいかがか」、というご質問を頂いています。 

やはり、農薬の使用基準についての説明の中でもあったかと思いますが、国ごとの気候

風土の違いによって残留基準も違ったり、食生活も違いますから、口にする残留農薬の濃

度が違ったりするということも十分あると思います。また、それが本当に日本が遅れてい

るということなのか、EUが優れているということなのか、それとも、そうではなくて、考
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え方の違いによるものなのかという点が大きなところになるかと思います。まずはこの点、

農林水産省から、お答えいただくことはできますでしょうか。 

 

○山原（農林水産省） 農林水産省農薬対策室の山原でございます。農薬についてのお尋

ねでございます。農薬は安全確保が第一でございます。農林水産省は、人の健康や環境に

対する安全性につきまして、専門家の意見を聴きながら、科学的知見に基づいて、農薬の

登録、再評価を進めているところでございます。EUの規制につきまして、お投げかけがご

ざいました。EUでは、残留農薬の暴露量、こちらを考慮せずに、発がん性、生殖毒性や内

分泌かく乱作用、これはハザードと呼んでおりますけれども、そちらのあり、なしだけで

登録を不可とする枠組みとなっております。一方我が国では、今日の説明でもあったかと

思いますけれども、動物を用いた各種毒性試験成績で認められます所見と、その無毒性量

のほか、我が国での農薬の使用方法による暴露量に基づいてリスク評価を実施した上で、

登録の可否を判断しているところでございます。このリスク評価結果に基づいて、量で管

理するという考え方。これは、国際機関、またアメリカでも同じ考え方をしているところ

でございます。そして、予防原則についてもお投げかけがございました。予防原則、さま

ざまな考え方がございますが、疑わしきは罰すというレベルですね。こちらは行き過ぎで

はないかと考えております。あくまで科学的にリスク評価を行って、その結果に基づいて、

量も含めて管理をしていく考え方で農薬登録行政を進めているところでございます。農林

水産省からの回答は以上でございます。 

 

○松井（消費者庁） 農林水産省からの説明でした。続きまして、農薬の評価を行われて

いる食品安全委員会から、何かコメントございますでしょうか。 

 

○中村（内閣府食品安全委員会事務局） 評価の部分に関しまして、食品安全委員会事務

局から回答させていただきます。予防原則ということにつきまして、さまざまな考え方が

あるということは我々も承知しておりますけれども、農薬を含めまして、食品安全委員会

が行う食品健康影響評価、こちらについては、説明にもあったと思いますけれども、食品

安全基本法というものに基づきまして、その時点で到達されている水準の科学的知見、こ

ういったものに基づきまして、客観的かつ中正、公立に行わなければならないというふう

にされております。食品安全委員会としましては、引き続き国内外の最新の科学的知見に

注視をすると。そして、リスク管理機関と連携をしまして、食品の安全性の確保に努めて

いくというような考えでおります。以上でございます。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。続きまして、実際に残留農薬の残留基準を

定めております消費者庁食品衛生基準審査課から、よろしくお願いします。 

 

○荒川（消費者庁） 消費者庁の方でも、農薬の残留基準の見直しなど、関係省庁と連携

して対応しているところです。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。やはり、農薬の基準というのは国によって

違いがある。ヨーロッパから日本に輸入される食品でも、農薬の残留基準違反というもの

が見つかりますし、逆に日本から輸出するようなものでも、相手国で残留違反だとなるも

のが見つかるという状況がございます。なので、各国がどのような考え方に基づいている

のかというのはしっかりと理解した上で、やはり食品安全委員会の方から話がありました

とおり、しっかりとした科学的根拠に基づいて対応していくというのが非常に重要かと思

っておりますし、やはり生産現場、あと、管理の現場、要するに農林水産省と厚生労働省、
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また、それを実際に評価する食品安全委員会がしっかり連携を取って、安全性の確保を進

めていければというのが日本の考え方になっているかと思います。 

続きまして、放射性物質の関係の質問が来ています。 「食品中の放射性物質に関する検査

計画、出荷制限の品目・区域解除の考え方については、検査対象品目として市場流通食品

は平成 29年度から検査の対象から削除されていますが、依然として多くの自治体で市場流

通食品の検査が継続して行われています。基準値を超過した食品が市場に流通してしまう

事例は、ここ十数年出ていないという認識ですが、その認識に誤りはないでしょうか。今

後の流通品の基準値超過の可能性や、流通品の検査の必要性について、国の見解をお聞か

せください。」という御質問が来ております。ここにつきましては、実際に流通品の検査で

すとか、出荷制限の考え方と関係しておられる厚生労働省から、お願いできますでしょう

か。 

 

○宮﨑（厚生労働省） 厚生労働省食品監視安全課の宮﨑でございます。ただ今御質問の

ございました件でございますけれども、食品中の放射性物質につきましては、先ほどスラ

イドでお示しして御説明もさせていただきましたが、 「検査計画、出荷制限等の品目・区域

の設定解除の考え方」というもの、これはガイドラインというふうに呼んでいるものでご

ざいますけれども、このガイドラインに基づいて、各対象の自治体に検査を実施していた

だいております。説明の中でも少し触れられていたところがあるかと思いますが、飼養管

理が困難なもの。管理するのが難しい、野生のきのこですとかジビエ等では、今でも基準

値が上回る事例が見られているところでございまして、引き続きガイドラインに基づいた

検査が必要というふうに考えているところでございます。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。現在も放射性物質の検査、慎重に数多く実

施されています。先ほど、一番最初に消費者庁から、意識調査の調査結果が出ておりまし

て、最近、検査自体を実施しているということを知らないという方が非常に多くなってき

ているというような状況があるとのお話がございました。その点につきましては、やはり

私たちの情報発信の仕方が弱くなってきているのかなとか、消費者皆さんが慣れてしまっ

て、いろいろと起きてきてしまっているのかなと感じます。私も全国回るんですが、関東

から東北にかけてはやはり意識が非常に高くて、皆さん、どういった検査をしているのか、

どういった状況にあるのかというのは非常によくご存じなんですが、悲しいことに、西の

方に行けば行くほど、知らない方が増えてきている。特に大学生は、震災発災以前に生ま

れた方が少なくなってきてしまっていて、生まれてはいたんですが、ちゃんと知識として

有してない方が非常に増えてきていて、やはりそういった方々にも、しっかりとした情報

発信、説明というのを行っていかなければならないというふうに感じております。私たち、

この前にいる省庁では、連携して情報共有、情報提供というのを行っておりますので、引

き続きそういった点についてはしっかり行っていかなければならないというふうに考えて

いるところでございます。 

続きまして、非常に身近な問題として、あまり今回の説明の中では出ていなかったお話

なのですが、一般の消費者の方から、 「鳥刺しとして流通している生の鶏肉は大丈夫なので

しょうか」という御質問が来ています。ちょっと難しいお答えになってしまうかもしれな

いのですが、厚生労働省から、お答えいただくことはできますでしょうか。 

 

○宮﨑（厚生労働省） 厚生労働省食品監視安全課の宮﨑でございます。新鮮だから安全

というものではございません。加熱用ですとか用途不明の鶏肉を、生食用に使用してはい

けないというものです。独自に生食用食鳥肉の衛生基準を定めているという自治体もあり

ます。 
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○松井（消費者庁） ありがとうございます。私も食中毒の情報なんか見ていると、新鮮

だから大丈夫だと思ったということをお答えいただく方が非常に多いんですね。この鳥刺

しと言われるものの食中毒、もともと絶対に鶏の中にいる微生物が原因となっているもの

でして、新鮮だから大丈夫ということではなくて、処理の仕方ですとか管理の仕方が非常

に重要になってくるのかなと思っています。ですので、皆様方もよく居酒屋なんかに行く

と、新鮮だから大丈夫などというような表現をして販売しているところもありますが、そ

ういうところは十分注意して、食べるかどうか判断していただきたいなと思いますが、私

は個人的には食べないというのが、食中毒予防として私が徹底してやっていることです。 

続きまして、御質問というか、御意見というか、 「学校教育などで子どもたちに、今回の

ようなことを教える制度等を提供しているのかと。また、教員向けに教材等整っているの

か。また、実際に食に関して指導して、学校にて今回の内容を教えたという実例はあるの

か。」という御質問が来ています。これなのですが、こういった教材を作るとか、教員の方

に情報をお伝えするというのが、役所の縦割りと言われてしまうとそれまでになってしま

うのですが、文部科学省が中心となられてやられておりますので、私どものほうからお答

えするのが非常に難しいところではあるのですが、実際、消費者庁ですとか食品安全委員

会、農林水産省では、個別に小中学生を対象にしたり、高校生を対象にしたり、大学生を

対象にした講義ですとかイベントのようなものを取り組んでおります。実際にどのような

取り組みを行われているかというのを、順にお教えいただければと思いますので、まず消

費者庁消費者安全課から、よろしくお願いいたします。 

 

○秋山（消費者庁） 秋山の方から共有させていただきます。食品の安全性に関する理解

を深めていただくために、さまざまな情報発信を行っているという話は先ほどから何度か

出ております。その一環として、大学などで実施されている講座に講師を派遣しまして、

食品衛生基準をはじめとする食品安全に関するテーマについて講演を行っております。ま

た、関係府省庁と連携して、こちらはどちらかと言うと親子になんですけれども、親子で

参加しやすいイベントにブースを出展するなどで、食べ物の安全について一緒に学べるパ

ネル展示などを行っているところです。こういった施策につきましては、消費者庁のホー

ムページなどでご案内させていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。よろ

しくお願いいたします。また、本日会場参加の皆様にはお配りしておりますけれども、食

品中の放射性物質に関する基礎的な内容をまとめた Q&A ですとか、健康食品の Q&A、こう

いった冊子というのをお配りさせていただいております。こちらの方、PDFにして、消費者

庁のホームページで無料で提供させていただいているんですけれども、それ以外に冊子の

ご要望のある方は、ご連絡いただきましたら配布いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

 

○松井（消費者庁） 続きまして、食品安全委員会から、よろしくお願いします。 

 

○中村（内閣府食品安全委員会事務局） 食品安全委員会では、小学生向けの「キッズボ

ックス」というものですとか、中学の技術・家庭というような分野の授業などで活用して

いただくことを目的に作成したものとして、『科学の目で見る食品安全』というような冊子

を作って公表しているというところでございます。こちら、ご興味あれば見ていただけれ

ばと思います。また、食品安全委員会として、例えば高校生ですとか大学生に対して、講

師を派遣して、食品の安全の考え方ですとか、リスク評価とはというような、そういった

ことの事例を講義したりしているということもございます。以上です。 
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○松井（消費者庁） ありがとうございます。続きまして、農林水産省から、お願いでき

ますでしょうか。 

 

○山本（農林水産省） 農林水産省の山本です。農林水産省の取組としましては、食品安

全について、中学生の理解を促進するため、令和７年３月に、調理実習の事前学習用動画、

『ハンバーグと生野菜サラダをおいしく安全に調理するために』といった動画を作成して

おりまして、文科省と連携して、中学校の教育関係者へ周知などを行っております。また、

地方農政局では、小学生や大学生などを対象として、食品安全の基礎知識や食中毒予防な

どをテーマに出前講座を開催しております。 

 

○松井（消費者庁） ありがとうございます。今の関係省庁からの情報提供につきまして

は、各省庁のホームページに分かりやすく、動画だったりパンフレットだったり、いろい

ろな形で情報発信に取り組まれているというふうに聞いておりますので、一度、お時間あ

りましたらぜひ見ていただければと思います。 

最後にもう１つ、御質問というか、御意見というか、来ておりまして、 「各省庁が発する

通知とか事務連絡というものについて、公開が遅い、不十分、保存場所が分かりにくいと

思うと。消費者庁や農林水産省には、厚生労働省法令等データベースサービスに似た、類

似するサービスがないことに起因しているためと考えるというような、もっと積極的に情

報公開を行っていってほしい。」という話がございました。これに関しては各省庁、実は通

知ですとか、事務連絡というのを、出せるもの、出せないものもちろんあるんですけれど

も、皆様方に速やかに知っていただきたいというものは、ホームページで必ず情報発信す

るようにしております。ただ、対象が事業者さん向けであったり、自治体さん向けであっ

たり、一般消費者さん向けだったりするということで、どこに掲載したらよいのかと私ど

も非常に悩むところで、どこかには載っているんですが、見つけにくいというのは確かに

おっしゃられるとおりかなと反省点として、御意見は重く受け止めさせていただいて、今

後のホームページのあり方、情報発信のあり方というものも含めて、考えていければとい

うふうに思っております。代表して私の方からお答えをさせていただきました。 

事前に御質問いただいているのはこれで全てとなります。本来であればもっと、意見交

換会ですので、いろんな意見交換ができればとは思うのですが、私たちもいろいろと取り

組んで、より良い意見交換会にしていきたいと思っておりますので、今回の良かった点、

悪かった点を踏まえて、より良い意見交換会というのを開催できればというふうに考えて

おります。また、今回の内容が、食品の安全性を確保するための施策に対する理解の一助

となれば大変ありがたく思っております。では、質疑応答、短い時間ではございましたが

終了いたしまして、司会の方にマイクをお返ししたいと思います。 

 

○司会（アナウンサー・粟津） 皆様、ありがとうございました。それではここで、登壇

者の皆様にはご退席していただきます。登壇者の皆様、ありがとうございました。 

会場の皆様には、受付時に紙のアンケートをお配りしております。今後、意見交換会を

開催する上での参考とさせていただきますので、皆様、ご協力いただきますようお願いい

たします。会場出口にて回収いたします。また、前面のスクリーンに表示されている QRコ

ードからも入力できますので、皆様のご協力をお願いいたします。また、オンラインでご

参加いただきました皆様には、チャットにお送りしました URL、または画面に表示されて

いる QRコードからアンケートに御協力いただきますようお願いいたします。 

以上で本日のプログラムの全てを終了とさせていただきます。本日は、 「食品安全に関す

る意見交換会」にご参加いただきまして誠にありがとうございました。 


